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は じ め に

旧スペ イ ン領西サハ ラの帰属 をめ ぐり,15年 以上 にわた って続いて きたモロ

ッコ と西 サハ ラにおけ る民 族解 放組織 「ポ リサ リオ戦線」(POLISARIO)1)と

の紛 争 は,昨 年(1991年)9月6日,よ うや く公式停戦 にこ ぎつ けた2)。 この

紛争 はスペイ ンか らの独立後,大 モ ロ ッコ主義3)に よ り西サハ ラの領有 を主張

す るモロ ッコと,西 サハ ラ住民の民族 自決に よる独立 を求めるポ リサ リオ戦線

との間で争われて きた ものであるが,両 当事者の争 いに加えて西サハ ラをモロ

ッコと分割統 治 しようとす るモ ー リタニアやポ リサ リオを支援す るアルジェ リ

ア等,近 隣諸国の利害 も絡み,紛 争 は長期化 していた。

国連憲章は第1条2項 で 「人民の同権 及び 自決の原則の尊重 に基礎 をお く諸

国間の友好 関係 を発展 させ ること」 を国連の 目的の一つ として謳い,植 民地 の

独立 の達成 に積極 的な役割 を果 た して きた。特 に 「植民地独立付与宣言」が総

会 において採択 された1960年 以降,非 植民地化 過程 は急速 な進展 をみせた。 し

か しその一方 で何 らかの要 因によってなかなか独立が達成 され ない事例 もあっ

た。西サハ ラをめ ぐる問題 もまさにその一つであ った。

国連 は1965年 以降 この問題 を取 り上げ,そ の解決 を目指 して地道 な努力 を続

けて きた。その意味で今回紛争当事者が国連の和平案 を受 け入 れ停戦 に至 った

ことは,こ れ までの国連 による仲介努力が実 った もの とい うことがで きる。停

戦後 既 に 「西サハ ラ住 民投 票使節 団」(MINURSO)4)が 現地 に派遣 され,停 戦

監視 と住民投票の実施 に向けて準備が進 め られている。現状 はモロ ッコ帰属か

独立 かを問 う住民投票 にあたっての有権者 の確定 について,両 当事者の見解の
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相違があ るこ とや気象条件 な どか ら作業がはか どらず,92年 初 めに も予定 され

ていた住民投 票の実施が遅 れてお り,最 終的 な結論が出 るまで には今 しばら く

事態 の進展 を見守 る必要が あるが,現 時点 においてこの問題 についてふ り返 る

ことは無意味で はない と思 われ る。

本稿 ではこの西サハ ラ問題 につ いて,事 実経過 および関係各 国の主張 をふ ま

えた上 で,特 に国連が この問題の解決 にどの ようにかかわ り,停 戦が導 かれた

のか につ いてみてみることにす る。そ して国連 の実践過程 を通 して気づ くい く

つかの点 について,冷 戦後の世界 にお ける国連 の役割 とい う観点か ら考 えてみ

たい。

1.事 件 の 経 緯5)

北西 アフ リカの西端 に位 置 す る西 サハ ラ は,面 積 約26万6000k㎡ の砂 漠 地 帯 で,

国 土全 体 が サハ ラ砂 漠 の一 部 をな して い る。 そ の ため 降水 量 に乏 し く,住 民 は

遊 牧 とわず か な農 耕 を営 む,い わ ゆ る遊 牧民 社 会 で あ る。 しか し同時 に この 地

域 は石 油,鉄 鉱 石,ウ ラニ ウム等 の鉱物 資 源 に恵 まれ,ま た西 サ ハ ラ沿 岸 は世

界 有 数 の漁場 と して,水 産 資 源 に も恵 まれて きた。特 に1962年 に燐 鉱石 が 発 見

され て か らは,北 部 の ブ ク ラ ア鉱 山 をめ ぐる争 い は紛 争 の最 大 の焦 点 と もな っ

た。 この よ うな豊 富 な資 源 に加 えて,大 西 洋へ の入 口に位 置 す る とい う地 理 的

条 件 が戦 略 上 の意 義 を も有 し,こ の地域 は早 くか ら利 害 関係 国 が 目をつ け る と

ころ とな った。 スペ イ ンは15世 紀 以 来サ ハ ラ北 西 洋岸 へ の 関心 を示 し,19世 紀

後 半 か ら西 サ ハ ラへ の本格 的 進 出 を開始 した。1884年 に南 部 の リオ ・デ ・オ ロ

に通 商 基地 を建 設 し,翌85年 に保 護 化 を布 告 した。1900年 にス ペ イ ンと協 力 し

て モ ロ ッコ を分 割 しよ うとす る フ ラ ンス との 問で,フ ラ ンス領 西 ア フ リカのサ

ハ ラ海 岸及 び ギニ ア海 岸 に関す る フラ ンス とスペ イ ン領地 画 定 の ため の フ ラ ン

ス ・スペ イ ン協 約 を締 結 。1904年 には スペ イ ンは,モ ロ ッコ との秘 密協 定 で北

部 モ ロ ッコ を割譲 させ,西 サ ハ ラ とフ ラ ンス保 護領 モ ロ ッコ との境 界 を画 定 し

た。 一 方 モ ロ ッコ は1911年 の第 二次 モ ロ ッコ事件 を経 て,翌1912年 に フ ヱス条

約 に よっ て正 式 に フ ラ ンス の保 護 領 に な った。 また西 サ ハ ラ北 部 地 方 の サ ギ

ァ ・エ ル ・ハ ム ラは 同年 の フ ラ ンス ・スペ イ ン条約 で スペ イ ンの支 配下 におか
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れ,タ ンジー ル地 区 は1923年 の取 決 めで 国際 管 理下 に入 った。

1956年3月,非 植 民 地化 の流 れ の 中で モ ロ ッコが独 立 し,そ れ に伴 って スペ

イ ンは タル フ ァヤ をモ ロ ッコに返還 し,1969年 に は イフニ を切 り離 して返還 し

た6)。 モ ロ ッコ はかつ ての スペ イ ン領 サ ハ ラす なわ ち西 サハ ラの領 有 も主 張 し

た が,ス ペ イ ンは西 サ ハ ラ にお け る植 民 地支 配 の継 続 をはか ったた め7),西 サ

ハ ラの 自国へ の併合 を要 求 す るモ ロ ッコ と対 立 した 。1961年2月,ム ハ ンマ ド

5世 の病 死 に伴 って即 位 したハ ッサ ン2世 国王 に とって,不 安 定 な国 内情 勢安

定化 の打 開 策 と して,西 サ ハ ラの解放 は 旧スペ イ ン領 の タル フ ァヤ,イ フニ の

回復 に続 く国民 的 課 題 で もあ った。 そ ん な 中1970年6月17日,エ ル ・アイ ウ ン

で スペ イ ン統 治 に対 す るサ ハ ラ住 民 の政 治 的 デ モが展 開 され,1973年5月10日,

西 サ ハ ラ住 民 の民 族 自決 を掲 げ独 立 を求 め る民 族 解 放組 織 で あ るポ リサ リオ戦

線 が 誕生 し,ス ペ イ ンに対 す る武 装 闘争 を開始 した。 モ ロ ッコ は1970年9月 お

よび73年7月 に開 かれ た,モ ー リタニ ア,ア ル ジ ェ リア との首脳 会 談 で西 サ ハ

ラの解 放 に合 意 したが,解 放 後西 サ ハ ラが モ ロ ッコお よび分 割統 治 を望 むモ ー

リ タニ アの両 国 に帰 属 すべ きか,民 族 自決 の原則 に従 って独 立 すべ きかが一 つ

の大 きな問題 と して持 ち上が った 。

1975年10月16日,国 際 司法 裁 判所 は総 会決 議 の 要請 に基 づ いて,こ の問題 に

つ い ての勧 告 的意 見8)を 下 した。 しか し住 民 の 自決権 行使 が望 ま しい と した勧

告 的意 見 に対 し承 服 で きないモ ロ ッコは1975年11月6日,ハ ッサ ン国王 の 下,

35万 人 と もい われ る規 模 の 「緑 の大 行 進 」 をサ ハ ラへ 向 けて敢 行 した。 西サ ハ

ラ問題 は この 「緑 の大 行 進 」 に よ って一気 に表 面化 した。 しか し3日 後 の11月

9日 に はスペ イ ンお よびモ ー リタニ ア との妥 結 が成 立 し,行 進 は中止 され,10

日に行 進 は引揚 げ に入 った。 そ して11.月14日,マ ドリー ドで,ス ペ イ ン,モ ー

リ タニ ア,モ ロ ッコの3者 会談 が 開 か れ,マ ドリー ド協 定(三 国共 同宣言)が

成 立 した。合 意 の 内容 は西サ ハ ラ に対 し,ス ペ イ ンが施 政 国 と して の責任 と権

限 に終 止符 を打 つ こ とを確 認 した上 で,当 該 地域 に総 督 及 び総 督 を補 佐 す るモ

ロ ッコ とモ ー リタニ ア の双方 か ら各1名 任 命 され た2名 の副 総 督 を もって構成

され る臨 時行 政機 関 を設 立 し,先 の責 任 と権 限 を これ に移譲 す る。 そ して1976

年2月28日 まで にスペ イ ン軍 は 同地 域 か ら撤 退 す る とい うもので あ った。 この
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こ とは ま さに近 い将 来 にお け る西 サ ハ ラに対 す るモ ロ ッコ とモ ー リ タニ ア の分

割 統 治 を意 味 した。 これ に従 って11月25日 に は三 国共 同臨 時 政府 が樹 立 され た。

この マ ドリー ド協 定 に よ って西 サハ ラへ 進駐 をは じめ たモ ロ ッコ とモ ー リタニ

ア軍 は西 サ ハ ラの 領有 を主 張 し,ポ リサ リオ戦 線 と武 力 衝 突 を繰 り返 す と と も

に,ポ リサ リオ戦線 を支 持 す るア ル ジェ リア とも緊張 関係 をつ づ けた9)。1976

年2月26日 に スペ イ ンが 西 サハ ラか ら撤 退 した の を受 けて2月28日,モ ロ ッコ

とモ ー リタニ ア はサハ ラの領 土 権 を宣 言 した。 これ と前 後 して ポ リサ リオ戦線

は2月27日,西 サ ハ ラ に 「サ ハ ラ ・ア ラ ブ 民 主 共 和 国(Republiquearabe

sahra。uiedem・cratique)」(RASD)の 樹 立 を宣 言 した。 この 「サ ハ ラ ・ア ラブ

民 主 共和 国」 の樹 立 は ま さにサ ハ ラ人民 に よる 自 らの権 力 の樹 立 を内外 に宣 言

す る もの であ った。 この政 権 を アル ジ ェ リア は承 認 し,逆 に これ を認 め ない モ

ロ ッコ とモ ー リタニ ア との 間の 国交 は3月7日 に断絶 した。4月14日,モ ロ ッ

コ とモ ー リタニ ア は西 サ ハ ラ分 割 協 定(ア ルジェ協定)を 締 結 し,国 境 を画 定

した。 そ れ は北 部 の3分 の2を モ ロ ッコが,南 部 の3分 の1を モ ー リタニ アが

領 有 す る とい う もので,そ の結 果 燐 鉱石 の豊富 な ブ ク ラア鉱 山 はモ ロ ッコ領 土

とな った。

1978年7月19日,モ ー リ タニ ア軍 に クーデ ター一が起 こ り,ダ ッダ政権 が 倒 れ

た こ と に よ り事 態 は新 た な展 開 をみせ る。 す な わ ち79年 に登場 した ハ イ ダラ政

権 の下 で 成立 した国 家救 済 軍事 委 員 会 は8月3日 か ら5日 にか けて,ポ リサ リ

オ戦線 との和 平 交 渉 に入 り,8月5日 に西 サハ ラ南部 の領 有権 を放棄 す る アル

ジ ェ平 和協 定 をポ リサ リオ戦線 と締結 した。 そ して8月14日 には アル ジ ェ リア

との 国交 を再 開 し,10月 に は西 サ ハ ラか らの軍 の撤 退 を開始 した。こ う して モ ー

リタニ アが紛 争 か ら手 を引 い た こ とに よ り,西 サ ハ ラ紛 争 はモ ロ ッコ対 ポ リサ

リオ戦 線 とい う対 立 の 図式 に塗 り変 え られ る こ とに な った。 モ ロ ッコは この

モ ー リタニ アの西 サ ハ ラ南 部 の領 有権 放 棄 を,両 国 間 の分 割協 定違 反 と して モ

ロ ッコ ・アル ジ ェ協 定 を破 棄 し,モ ー リ タニ ア領域 部 分 まで 占拠 した。 そ の結

果 モ ロ ッコ とポ リサ リオ戦 線 は大 規模 な戦 闘 に入 った。 そ して モ ロ ッコ はポ リ

サ リオ戦 線 の侵 攻 を防 ぐため1980年 か ら86年 に か け,1400マ イ ルの壁(砂 の防

衛線〉を築 いた 。
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0AU(ア フリカ統一機構)は1966年 以来,西 サ ハ ラ人民 との連 帯 及 び 自決 支

持 の決議 を採択 し,ポ リサ リオ支 持 の立 場 を とって きたが,1979年7.月20日,

第16回OAU首 脳 会 議 で,西 サハ ラの帰 属 を住 民 投 票 に よって決 定 すべ き旨の

決議 が採 択 され た10)。1980年7.月 の 第17回OAU首 脳 会 議 で はサ ハ ラ ・ア ラ ブ

民 主 共和 国のOAUへ の加 盟 問題 を初 め て と りあ げ,50ケ 国 中26ケ 国が これ を

支持 した。 しか しモ ロ ッコ支持 国が 反対 した た め加 盟 は実現 しな か った。 とこ

ろが1981年6月 に開催 され た第18回OAU首 脳 会 議 で モ ロ ッコのハ ッサ ン国王

が,西 サ ハ ラにお け る住 民投 票 の受 け入 れ を表 明 したた め,そ の実 施 の た めの

委 員 会 が設 置 され た11)。 これで西 サ ハ ラ問題 は解 決 へ 向 けて 大 き く前 進す るか

と思 わ れ たが,住 民投 票 の時期 や有権 者 数 な ど準 備 と手 続 につ い て合 意 が え ら

れ ない こ とに加 え,サ ハ ラ ・ア ラブ民 主 共和 国 のOAU加 盟 問題 をめ ぐって紛

糾 す る。1982年2月 の 第38回OAU閣 僚 理 事 会 でサ ハ ラ ・ア ラ ブ民 主 共和 国 の

加 盟 が 決定 したた め,モ ロ ッコ支 持 国 は これ を不 服 と し,そ の年 の首 脳 会議 は

開 かれ なか った。 そ の ため翌1983年6月8日 か らの第19回OAU首 脳 会議 はサ

ハ ラ ・ア ラブ民主 共 和 国 が欠 席 す る形 で 開催 され ,停 戦 の話 し合 い を直接 交 渉

に よ り行 な う ことや,6ケ 月 以 内 に住 民投 票 を行 な う等 の決 議12)が 採 択 され た。

しか しそ の後 もサハ ラ ・ア ラブ民 主 共和 国 との直接 交 渉 につ いて はモ ロ ッコは

あ くまで拒 否 の態 度 を とった。 そ して1984年11月 の 第20回OAU首 脳 会議 にサ

ハ ラ ・ア ラブ民主 共 和 国代 表 が 出席 した こ とか ら,モ ロ ッコ はOAUを 脱 退 し

た。 しか し87年1月 まで にサ ハ ラ ・ア ラ ブ民 主 共和 国 の承 認 国 は65ケ 国 とな り,

また80年 代 後 半 にな ってEC統 合 に備 えた北 ア フ リカ5ケ 国13)の統 合 計 画 が進

展 す る中 で1987年3月,モ ロ ッコは アル ジェ リア との 国交 を 回復 し,1988年8

月30日,国 連 事務 総 長(以 下,事 務総長)の 示 した和 平提 案14)を 受 け入 れ る こ と

を表 明 した。 翌89年1月4日,ポ リサ リオ戦線 の3人 の代 表 が初 め てモ ロ ッコ

のハ ッサ ン国 王 と会 談,6,月 に は事 務総 長 の和 平 提 案実 施 の た め の技 術 委 員 会

が 設 置 され,翌90年6月27日,そ の実 施 計 画15)が安 全 保 障理 事 会(以 下,安 保理)

で全 会一 致 で採 択 され た16)。 そ れ と前後 して5月31日 にはナ ミビアが サハ ラ ・

ア ラブ民 主 共和 国 を承 認 し,RASD承 認 国 は75ケ 国 とな った 。7月5日 に は

モ ロ ッコ政 府 とポ リサ リオ戦線 が事務 総 長 の仲 介 の下 ,ジ ュ ネ ーブで 初 め ての
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直接 接触 を開始 し,7月29日 に は西 サ ハ ラに お け る国連和 平 計 画 の可 能性 につ

い て探 るた め の国連 調査 団が モ ロ ッコ入 り した。 そ して1991年6月28日,モ ロ

ッコ とポ リサ リオ戦 線 は9月6日 を正式 停 戦 開始 日とす る こ とに合 意 し,同 年

9月6日,つ いに モ ロ ッコ政 府 軍 とポ リサ リオ戦 線 との 問 に停 戦が 発 効 した。

現 在,住 民投 票 の実 施 に向 けて 準備 が進 め られ て い る。

II.西 サハ ラの帰属 をめ ぐる各国の主張

(1)モ ロ ッコの主 張

モ ロ ッコ は,!958年11月20日 の事 務総 長 宛 の通 告 の 中 で述べ て い る よ うに,

当 時 スペ イ ンの支 配 下 に あ った 一定 地域,す なわ ち西サ ハ ラを,自 国領 土 の不

可 分 の一 部 を なす もの と主 張 した17)。 そ して1961年10月12日 にモ ロ ッコ は国連

総 会 の 第4委 員 会 で,「 これ らの町 と地域 は,モ ロ ッコの不 可 分 の一 部 で あ り,

そ して現 在 そ れ らに適 用 され て い る法令 は,国 際 法 に違 反 し,か つ,モ ロ ッコ

の 主権 お よび領 土 保全 と両 立 しな い もので あ る」 と言 明 した18)。1974年9月23

日に は,ハ ッサ ン国王が この 問題 を共 同で 国 際司 法裁 判 所 に付 託す る こ と を提

案 した宣 言 に注 意 を喚起 す る通 告 を,モ ロ ッコの外務 大 臣が ス ペ イ ンの外 務 大

臣宛 に送 った 。 そ して 同年 の 第29回 国連 総 会 で はモ ロ ッコ は,西 サ ハ ラの非植

民 地化 はモ ロ ッコの再統 合 を意 味す る と述 べ た。 モ ロ ッコ は,西 サ ハ ラが スペ

イ ンに よ って植 民 地 とされ た時,こ の地 域 は先 占 の本 質 的条件 の一 つ で あ る無

主 地 で はなか った と主張 す る。 そ の理 由 と して 当時 この地 方諸 部族 はモ ロ ッコ

の スル タ ンの 主権 の も とに あ った こ とをあ げ る19)・ この モ ロ ッコ と西 サハ ラ と

の主権 とい う結 びつ きを説 明 す るため に モ ロ ッコは次 の よ うない くつ か の根 拠

をあげ る。 す なわ ち数世 紀 にわ た る,中 断 されず,争 わ れ ない 主権 の行 使 に基

づ くこの地 域 の超 記憶 的 占有(p・ssesi・nimmem・riale)に 由来 す る主 権 とい う結

びつ きや20),7世 紀 にお け る ア ラ ビア人 の北 ア フ リカ征 服 に さかの ぼ る一 連 の

事 実21),常 設 国 際 司 法 裁 判 所 が 「権 能 の 継 続 的 発 現(c・ntinueddi・play・f

auth・rity)」の 原 則 に基 づ い て,デ ンマ ー クの グ リー一ンラ ン ド占有 の 主 張 を承

認 した東 グ リー ン ラ ン ド事 件判 決22),ま た西 サハ ラ とモ ロ ッコ との 地理 的接 続

性 お よ び この地 域 の砂 漠 とい う特 徴23)な どで あ る。 更 に モ ロ ッコは,主 と して
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ス ル タ ンに対 す るサハ ラの 知事 た ちの忠 誠義 務 を証 明す る資 料 や コ ー ラ ンに よ

る税 や その他 の税 の徴 収,ま た1882年 と!886年 に スル タ ン ・ハ ッサ ン1世 が,

そ の領 地 の南 の地域 にお け る権 能 を維持 し,確 立 す るた め に,み ず か ら企 て た

2回 の遠征 な ど をあ げ,モ ロ ッコは,西 サ ハ ラが いつ も人種 的 ・文化 的 かつ 宗

教 的 な共 通 の紐 帯 に よ って それ に結 びつ け られ て い た と主 張 す る24)。

この よ うに西 サ ハ ラへ の領 有権 を主張 す る一方 で,1966年 に植 民 地 独立 付 与

宣 言 の適 用 につ い て,状 況 を研 究 す る任 務 を委任 された特 別 委 員会 に おい て,

スペ イ ンが 地域 住 民 の 自決 権 の行 使 に よる西 サ ハ ラの非植 民 地化 に賛 成 の立 場

を とった こ とにモ ロ ッコ も同意 して い る25)。 しか し西 サ ハ ラに対 す る領 土保 全

原 則 と自決権 の関係 につ い て,モ ロ ッコ は,あ くまで前 者 を優 先 させ る立場 は

変 えてお らず,自 決権 は再統 一 を実 現 す る手段 と して のみ そ の行使 が許 され る

との考 え を もって い た26>。 ところで1975年10月16日 に 国際 司法 裁 判所 に よって

出 され た勧 告 的意 見 は,モ ロ ッコの意 図 に反 してい た た め,モ ロ ッコは 「緑 の

行進 」 とい う実力 行使 に出 る こ とに な る。 す なわ ち勧 告 的意見 はモ ロ ッコ と諸

部族 の あ る もの との 問 に忠 誠義 務 とい う法 的結 びつ きが あ った が,両 者 間 の領

土 的 主権 関係 の存 在 を認 め る こ とはで きない こ とか ら,地 域 人民 の 自決 の原 則

を謳 った 決議1514(植 民地独立付与宣言)の 適用 を変 更す る よ うな法 的結 びつ き

を確 認 しなか った 」27)とい う もの で あ った。 モ ロ ッコ は忠 誠 義 務 とい う結 びつ

きの存 在 を大 モ ロ ッコ主義 の主 張 に置 き換 え,民 衆 の動 員 に よ るサ ハ ラ行 進 に

よる 「忠 誠 義務 とい う結 び付 き」につ いて の確 認 と実現 を強行 したの で あ る」28)。

そ して1975年11月14日 にスペ イ ン,モ ー リタニ ア との 間 でマ ドリー ド協 定 を締

結 し,翌76年4.月14日 にモ ー リタニ ア との間 で結 ばれ た西 サ ハ ラ分 割協 定 に よ

り西 サハ ラの3分 の2を 領 有す る。 この よ うにモ ロ ッコが西 サ ハ ラの分割 を強

行 した理 由 と して浦 野教 授 は,大 モ ロ ッコ主義 が 王 権保 持 の極 め て有 効 な イデ

オ ロギ ー とな って きた こ とか ら,1977年 選 挙 を前 に西サ ハ ラ問題 を持 ち出 し,

国民 コ ンセ ンサ スの 醸成 に努 め た こ とが挙 げ られ る と述 べ て い る。 そ して 「西

サ ハ ラの 自決 に対 す るモ ロ ッコの態 度 は,世 界 不 況 と戦 争経 済 で疲 弊 した国 内

経 済再 建 と国 内 にお け る野 党 の動 向,都 市 の暴 動,軍 クーデ ター の潜 在 的危 機

とい った 要 因 が 絡 む 一 連 の 政 治 危 機 に連 動 して 起 伏 して きて い る と解 され



Ir6

る」29)として い る。 因 み に1981年6月 のOAU首 脳 会 議iでハ ッサ ン国王 は西 サ

ハ ラにお ける住民 投 票 を受 け入 れ る こ とを表 明 す るが ,そ の裏 に は 「1981年6

.月20日,参 加 者10万 人 とい わ れ る カサ ブ ラ ンカ食糧 暴動 が起 こ り,国 内経 済 の

再 建 こそ 緊急 の課 題 と判 断 した 」30)ことが 指 摘 され る。但 し住 民投 票 の性 格 に

つ い て は,「 自決 投 票 で な く,諮 問 的性 格 を もつ 住民 投 票 で あ る と主 張 し,さ

らにモ ロ ッコの西 サ ハ ラに対 す る合 法 的領 土 を確 認 す る住 民投 票 とすべ きで あ

る」31)と申 し立 て た。

(2)モ ー リタニ アの主 張

モ ー リタニ ア と西 サハ ラの 国境 は1956年12月19日 に画 定 され たが,モ ー リ タ

ニ アは,1960年 に独 立,翌 年 国連加 盟 国 と して承 認 された後,国 連 で西 サ ハ ラ

は 自国領土 の一 部 で あ る と主 張 して きた。 もっ と もモ ー リタニ ア は 自決 原則 を

否 定 す る もので は な く,住 民 の意思 に任 せ る意 向 で あ り,モ ロ ッコが 行 な った

よ うに,ス ペ イ ンに対 して法 的 性 質 を もつ 要 求 もつ きつ け なか った32)。 そ して

1966年,植 民 地独 立 付 与 宣言 の 適用 につ い て の特 別委 員 会 で は,地 域 住民 の 自

決 権 の行 使 に よ る西 サ ハ ラの非植 民 地化 に賛 成 した スペ イ ンを支持 す る立場 を

と った33)。 しか し,自 決 原則 は民族 的統 一及 び領 土 保全 の原 則 と結 びつ い た も

ので な けれ ば な らな い とい う立 場 に立 ち,西 サ ハ ラをモ ー リタニ アの不 可分 の

一 部 で あ る と主 張 した。

モ ー リタニ アが西 サ ハ ラの領 有権 を主張 す る根 拠 は次 の よ うな もので あ る。

まず スペ イ ンが 西 サハ ラ を植 民 地 と した 時点 にお い て,西 サ ハ ラ はモ ロ ッコの

主 張 と同 じ く無 主地 で なか った とす る。 そ れ は当 時 この 地方 諸 部族 は ビラ ド ・

シ ンギチ な い し一体 と して のモ ー リタニ アの一部 をな して い た とされ るか らで

あ る とす る34)。モ0リ タニ アに よれ ば,ビ ラ ド ・シ ンギ チ は,そ れ 自体 の結 合

力 と特性,そ して湧 水 地,放 牧 地 お よび農地 の利 用,部 族 間 の敵対 行 動,ま た

紛 争 の処 理 を支 配 す る共 通 のサ ハ ラ法体 系 を もつ 共 同社 会(c・mmunaute)で あ

る35)。 また一体 と しての モ ー リタニ ア とは,そ の 時期 に はモ0リ タニ ア国 は存

在 して い なか った た め,後 に な ってモ ー リタニ ア回教 共和 国が創 設 され る こ と

に な っ た,文 化 的 ・地 理 的 かつ社 会 的 一・体 を指 して用 い られ てお り,1974年 に
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総 会 が決 議3292を 採 択 した会期 中 に初 め て用 い られた36)。 そ して西 サ ハ ラの テ

クナ部 族 連合 が ス ル タ ンに忠誠 を誓 って いた とす るモ ロ ッコの主 張 に は異 論 は

唱 え ない が,レ ゲ ーバ ト(Regueibat)部 族 は,テ クナ諸 部 族 か ら もス ル タ ンか

ら も完 全 に独 立 して い た道 士=戦 士部 族 であ って,む しろ ビラ ド ・シ ンギ チの

諸部 族 と関係 が あ った と主 張す る37)。

!975年11月14日 のス ペ イ ン,モ ロ ッコ との マ ドリー ド協 定 を経 て,翌76年4

月14日 にモ ロ ッコ との 問 で西 サ ハ ラの分割 を行 な うが,モ ー リ タニ ア の立場 は

極 めて微 妙 で あ った。 す な わ ちモ ー リタニ ア 自体,そ の独 立 をモ ロ ッコの大 モ

ロ ッコ主義 に拒 否 されて 国 際社 会へ の参 加が 遅 れ たが,西 サ ハ ラ解 決 で はモ ロ

ッコの勧 誘 で その割 譲 とい う恩 恵 に浴 した38)。 しか しポ リサ リオ戦線 か らの攻

撃,鉄 鉱 石 の輸 出停 止 に よる経 済 混 乱 に よる クーデ ター の発 生 に よって,結 局

1979年8月5日 に西サ ハ ラ南 部 の領 有権 を放 棄 す る こ とに な った。

(3)ス ペ イ ンの主張

先 に述 べ た よ うに スペ イ ンは19世 紀後 半 か ら西 サ ハ ラへ の本格 的進 出 を開始

す るが,ス ペ イ ンに よ り植 民 地 と され た1884年 の時 点 にお いて西 サ ハ ラが無 主

地 で はな か っ た こ とにつ い て はスペ イ ン もモ ロ ッコやモ ー リ タニ ア と見解 を同

じ くす る。 しか しそ れ は西 サ ハ ラ とモ ロ ッコお よび モ ー リタニ ァ との結 びつ き

を認 め る とい う意 味 で はな い。 む しろ 「無主 地 を先 占す るの だ と考 えてい た ど

ころか,ス ペ イ ンは,国 王 が,地 方 部族 の首 長 と結 ん だ合 意 に基づ い て リオ ・

デ ・オ ロ を 『そ の保 護 の も とに』 お く旨」39)を1884年12月26日 の 国王 命 令 の 中

で宣 明 して い る とい う事 実が あ るので あ る。 従 って西 サ ハ ラ との法 的結 びつ き

を理 由 に,西 サ ハ ラの領 有権 を主張 す るモ ロ ッコの主 張 に対 して は,ス ペ イ ン

は,「 一 目に して瞭 然,西 サ ハ ラ に対 す るモ ロ ッコの政 治 的権 能 の発 現 を立 証

す る書 証 や そ の他 の手 掛 りが ま った くない」40)と反 論 す る。 す な わ ち スペ イ ン

はモ ロ ッコが西 サ ハ ラ との法 的 結 びつ きの根 拠 とす る ところ の スル タ ンに対 す

る西 サ ハ ラの知事 た ち の忠誠 義 務 や,西 サハ ラの諸 部 族 に よ る税 の支 払 い につ

い て そ れ を否 定 して い る41)。 そ して スペ イ ンは1961年10月10日 の国連 総 会 にお

い て,「 歴 史 を通 じて,ア フ リカ西 沿 岸 に,他 国の 主権 に服 す る こ とな く,色 々
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な仕 事 や漁 業 に専 念 す るスペ イ ン市 民 が居 住 して きたの は,遠 い昔 に さか の ぼ

り,か つ 国際 法 に従 って確 認 され て きた ところで あ る」42)と述べ てい る。

1955年 に国 連 の加 盟 国 とな った スペ イ ンは,1956年 の モ ロ ッコ独 立 後 もタル

フ ァヤ とイ フニ の返 還 を除 いて西 サ ハ ラへ の植 民 地 支 配 を続 けたが43),1961年

か らそ の施 政 下 に あ った地 域 につ いて の情 報 を国連 に送 付 し始 め た44)。西 サ ハ

ラ は国連 にお い て非 自治 地域 と して扱 わ れ,国 連 は施政 国 と して の スペ イ ンの

法 的地 位 を承 認 して きたが45),1966年 に,植 民 地 独立 付 与 宣言 の適 用 につ いて

開 か れ た特 別 委 員 会 にお い て,ス ペ イ ンは,地 域 住民 の 自決権 の行 使 に よる西

サ ハ ラの非 植 民 地化 に賛 成 の立 場 を とっ た46)。 そ して1974年8月 にスペ イ ンは

国連 監視 下 で の西 サハ ラ にお け る住 民投 票 の実 施 に合 意 した47)。 また これ まで

に国連 憲章 や 国連 の実行 の 中で 自決原則 が認 め られ,西 サ ハ ラに関す る非植 民

地 化 は住 民 投 票 に よる 自決権 行 使 を通 じて行 な う とい う総 会 決 議が く り返 し採

択 され て い る こ とを理 由 に,国 際 司法裁 判 所 が勧 告 的 意見 を出す こ とに は異 議

を唱 えて い たが,1975年10月16日 に 出 され た勧 告 的意 見 は スペ イ ンの主 張 に沿

った もので あ った こ とか ら,ス ペ イ ンは これ に応 じる態度 を とった。 ところが

これ を不 服 と した モ ロ ッコが緑 の行 進 を断 行 しよ う と した ため,ス ペ イ ンの 国

連 代 表 は10月18日48)と11月1日49)の2度 に わた り,行 進 の停 止 を求 め安 保 理 の

緊 急 開催 を要 請 した。行 進 は数 日で 中止 された が,11月14日 にモ ロ ッコ とモ ー一

リ タニ ア との 間 で締結 したマ ドリー ド協 定 に基づ き,翌1976年2月26日,ス ペ

イ ンは施 政 を終 了 し,西 サ ハ ラ よ り撤 退 した50)。 協 定 に よれ ば西 サ ハ ラの非植

民 地化 お よび西 サ ハ ラ住 民 の意 見 の尊重 は謳 わ れ てい るが,住 民 投 票等 の具体

的 な内容 につ い て はふ れ られ て お らず,結 果 的 にモ ロ ッコ とモ ー リタニ ア に よ

る西サ ハ ラの分 割 とな った。

(4)ポ リサ リオ戦線(サ ハラ ・アラブ民主共和国)の 主 張

西 サ ハ ラ民 族 解放 組 織 ポ リサ リオ戦 線 は,ス ペ イ ン統 治 に対 す る西 サ ハ ラ住

民 の抵抗 運 動 の 中で生 まれ,ス ペ イ ン撤 退後 は アル ジ ェ リアの支援 を受 け なが

ら,モ ロ ッコお よ びモ ー リタニ アへ の徹 底 抗 戦 を続 け る とい う流 れ をた どる。

1973年5月10日,モ ー リタニ アの ヌア ク シ ョ ッ トで生 まれ た ポ リサ リオ戦 線 は
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そ の政 治 宣 言 で,「 ポ リサ リオ戦線 は,唯 一 の大 衆 的 表 現 と して生 まれ,ア フ

リカの サハ ラ ・ア ラブ人民 が,全 面 的 自由 を回復 し,か つ スペ イ ン植 民 地主 義

の策 略 を挫 折 させ うる ため の手 段 と して,革 命 的暴 力 と武装 闘争 を選 択 す る」51)

と宣 言 し,ス ペ イ ンに対 す る武 装 闘争 を開始 す る。 そ して1974年8月 に開か れ

た第2回 総 会議 の政 治宣 言 で は独 立 を 目指 す こ とが謳 わ れ,「 住 民 投 票 は 自動

的 に独 立 へ 通 じる もの で あ る こ と」52)を条件 と して い る。1975年 の 国際 司 法 裁

判 所 の勧 告 的 意見 につ い て はポ リサ リオ は これ を支 持 した。

西 サハ ラ を モ ロ ッコ とモ ー リ タニ アで 管 理 し よ う とす る1975年11月 の マ ド

リー ド協 定へ の動 きの 中で,ポ リサ リオ戦線 は11月3日 に アル ジ ェ リアの支援

で 臨 時政 府 を樹 立 し,11月28日 に は グエ ル タ宣 言 に よ ってサ ハ ラ暫 定 民族 評 議

会 を設 立 した 。 その 中で 「スペ イ ンは最近,わ が 祖 国 の独 立 に対 して公然 た る

陰謀 を企 み始 め,わ が 国土 をモ ロ ッコ とモ ー リタニ ア に公 に売 り渡 し,か く し

て歴 史 上 に知 られ る最 大 の植 民 地 主義 取 決 め を実 現 しよ う と して い る」53)とし

て,ス ペ イ ンに対 す る強 い非 難 を行 なって い る。 そ して 「サハ ラ人 民 の協 議 に

対 す る唯0の 方 法 は,あ らゆ る圧 力 とあ らゆ る外 国 の干 渉 を排 して,人 民 が 自

らの運 命 を決定 し,そ の独 立 を獲 得 す る の とを可 能 な ら しめ る こ とで あ る」54)

と述 べ て い る。更 に西サ ハ ラ にスペ イ ンが諮 問 的権 限 を もつ組 織 と してお い た

地 方 議 会,ジ ェマ ー(Djemaa)を イ鬼偏 組 織 で あ る と して,こ れ を解 散 した。 そ

して 翌76年2月27日 に,モ ロ ッコ とモ ー リタニ アの西 サ ハ ラへ の領 有権 宣言 に

対 抗 す る形 で,ポ リサ リオ戦 線 は 「サ ハ ラ ・ア ラブ民 主 共和 国」(RASD)の

樹 立 を宣言 した。 同年5月20日 に作 成 され たサ ハ ラ ・ア ラブ民 主 共和 国 とそ の

政府構 成 に関す る覚 書 で は,サ ハ ラ人民 の独 立 宣言 の正 当性 を 自 ら確 認 し,そ

の正 統性 は国際 司法 裁 判所 によ って是 認 され た とこ ろで あ り,マ ドリー ド合意

はそ の 国際適 法性 を損 な う もので あ り,サ ハ ラ ・ア ラブ民 主共 和 国 政府 とポ リ

サ リオ戦 線 がサ ハ ラ人民 の代 表 性 を有す る もので あ る こ とを確 認 して い る55)。

そ して 同年8月 の第3回 ポ リサ リオ総会 議 で はサ ハ ラ ・ア ラブ民 主 共和 国憲 法

を採 択 した。

そ の後1979年8月5日 に,西 サ ハ ラ南 部 の領 有 権 を放棄 した モ ー リタニ ア と

平和 協 定 を締結 し,1982年2月 にはOAUへ の加 盟 が 決 定 され る。 そ して1988



rao

年8月,事 務 総 長 の示 した和 平提 案 をモ ロ ッコ と共 に受 け入 れ,1990年7月 に

ジ ュ ネー ブで モ ロ ッコ代 表 と初 め て直接 接 触 を行 な った。

(5)ア ル ジ ェ リアの主 張

アル ジェ リア は一 貫 して ポ リサ リオ戦線 を支持 す る立場 を と った 。 まず 西 サ

ハ ラへ の緑 の行 進 を敢 行 しよ う と したモ ロ ッコの動 きに際 して採択 され た安 保

理 決 議377(1975)56)に 従 った,1975年10月31日 の事 務 総 長 報 告57)に よれ ば,ア

ル ジェ リアの立 場 は次 の通 りで あ る。(a)ア ル ジ ェ リア は,西 サ ハ ラが モ ロ ッコ

及 びモ ー リタニ ア との歴 史 的結 び付 きに属 す る とのモ ロ ッコ及 びモ0リ タニ ア

の立 場 を拒 否 す る。 また 両 国 に よる領 土 要求 は正 統化 され ない。(b>領 土 人 民 は

自決権 の行 使 に よ って 自 らその 将 来 を決 定 しな けれ ば な らな い。(c)モ ロ ッコの

「平 和 行進 」は国連 決 議 に反 し,ア ル ジ ェ リア は既 成 事 実 を確 認 す る用 意 は ない。

(d)自決 の原則 は領 土 の住 民投 票 に よって履 行 され な けれ ば な らず,住 民 投 票 は,

西 サハ ラの非 植民 地化 の過 程 に お いて果 たす特 別 な役 割 を もつ 国連 に よ って組

織 され るべ きで あ る。

次 に1976年2月6日 に事 務 総 長 に送 付 され た西 サハ ラ問 題 に関す る アル ジ ェ

リア政 府 の覚 書 に よれ ば次 の よ うに述 べ て い る58)。 アル ジ ェ リア,モ ロ ッコ,

モ ー リ タニ ア3国 は西 サ ハ ラの 自決権 の 達成 を再確 認 して きた に もか か わ らず,

マ ドリー ド合 意 はそれ に反 し,国 連 決 議 を根 源 的 に否 認 す る もので あ る。 また

西 サ ハ ラ人 民 との協 議 もな され て お らず,グ エ ル タ宣 言 に も応 えて い ない 。西

サ ハ ラ人民 が そ の本 源 的 な 自決権 を自 らの 自由 で,し か も公 正 な住 民投 票 に よ

って行 使 す る こ と こそ,国 際 的正 統性 を有 す る と ころで あ る。

1976年4月14日 にモ ロ ッコ とモ ー リタニ ア に よ って西 サ ハ ラ は分 割 され るが,

同年5月17日 に ア ル ジ ェ リア外 相 が事 務 総 長 にあ てた書 簡59)で は,モ ロ ッコお

よびモ ー リタニ アが行 な った行 為 は,国 連 憲章,1970年10月24日 のい わ ゆ る友

好 関係 宣言60),及 び1974年12月14日 の侵 略 の定 義 に関す る国連 決議61)に 反 し,

侵 略 国 の態 度 を追求 して い る と述べ てい る。 また植 民 地独 立 付 与宣 言62)に も違

反 して お り,4月14日 の西 サ ハ ラ分 割協 定 は無効 で あ る と してい る。 そ して住

民投 票 に よる西 サ ハ ラ人民 の 自決 の権 利 の履行 の確 保 の た め に国連 は直接 の責
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任 を負 ってい る と述べ て い る。 これ に対 しモ ー リタニ ア は反 論 したが63),ア ル

ジ ェ リア はサハ ラ人民 の要 求 を支 持 す る と述べ,そ の非 難 を拒 否 した64)。

更 に ポ リサ リオ戦線 がモ ー リタニ ア に攻 撃 を しか けた こ とにつ い て,1977年

7月7日,モ ー リタニ ア はそ の責任 が アル ジ ェ リア にあ る と申 し立 て た65)。 し

か しアル ジ ェ リア は安 保 理議 長 にあ て た 同年7月28日 付 の書 簡66)で,モ ー リ タ

ニ ァ は 自 らの併 合 政策 の失敗 を隠蔽 す るため に責 任 を アル ジ ェ リア に転 嫁 しよ

う とす る もので あ る と反 論 し,モ ー リタニ アに よる西 サ ハ ラの 占領 を植 民 地 支

配 の継 続 で あ り,国 際 共 同体 に対 す る真 の挑 戦 で あ り,サ ハ ラ人民 に対 す る侵

略 で あ る と非 難 した。

以 上 の よ うに アル ジェ リアは一 貫 して ポ リサ リオ戦 線 を支持 して い るが,浦

野教 授 は,そ の態度 はア ル ジェ リアの解 放 闘争 の成 果 を確 認 した1960年 の植 民

地独 立付 与宣 言 を外 交 原則 と して い る ところ の立場 に あ り,モ ロ ッコのい うポ

リサ リオ戦線 をアル ジェ リアの偲 偏 とす る立 場 を拒 否 してい る と述べ てい る。

しか しそ の背 景 に西 サ ハ ラの資 源 開発 権 と大 西 洋へ の 出 口の保 証 を強 く求 め る

アル ジ ェ リア の意 図が あ る こ と も否 定 で きな い こ とを付 け加 え てい る67)。

皿.国 連 に よ る解 決

これ まで西サハ ラ問題 についてその事 実経過お よび関係各国の主張 をみて き

た。以下ではこの問題 に対 し国連が どの ように関与 し,そ の解 決 にあたって き

たか をみるこ とにす る。

(1)国 際 司法 裁 判所 の勧 告 的意 見

1974年9.月23日 に,モ ロ ッコ外 相 はスペ イ ン外 相 に,サ ハ ラ問題 を共 同で 国

際 司法 裁判 所 に付 託 す るこ とを提 案 したハ ッサ ン国王 の声 明 を通 告 した。 しか

しスペ イ ンは この モ ロ ッコの提 案 を受 諾せ ず返 答 しな か った。 問 題 は同年 の 第

29総 会 の 第4委 員会 で 審 議 され,西 サ ハ ラ問題 に関 し国際 司法 裁 判所 の意見 を

求 め る決 議 案 が採 択 され,12月13日,本 会議 で正 式 に採 択 され た(ス ペイ ンは

いずれ も棄権>68)。決議 は1960年12月4日 の 決 議1514(植 民地独立付与宣言)を 想

起 し,ス ペ イ ン領 サ ハ ラ住 民 の 自決 権 を再 確認 し,ス ペ イ ンが植 民 地 と した時
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の 上記 地域 の地 位 に関 して 法律 的論 争が 生 じた こ とを確 認 し,

1.国 際 司 法裁 判 所 に対 し,次 の 問題 に関 し早急 に勧 告 的意 見 を与 え る こ と を

要 請 す る とい う もので あ っ た。次 の問題 とは,

1.西 サ ハ ラ(リ オ ・デ ・オロお よびサギア ・エル ・ハムラ)は,ス ペ イ ンに よ

り植 民 地 と され た時 に無 主 地(territ・ireSanSmaitre〈terranUlliUS>)で あ っ

た か。

この第 一 の問 題 に対 す る答 が否定 的で あ るな らば,

H.こ の地域 とモ ロ ッコ王 国 お よび一体 と して のモ ー リタニ アの 間の 法 的結

びつ き(liensjuridiques〈1egalties>)は い か な る もので あ ったか 。

の2点 で あ る。更 に次 の よ うに続 く。

2.と くに施 政 国 と して の スペ イ ンな らび に 関係 当事 者 と しての モ ロ ッコお よ

びモ ー リタニ ア に対 して,当 該 問題 の解 明 に役 立 ち うるすべ ての情 報 お よ び文

書 を国際司 法 裁判 所 に提 出す る よ うに要請 す る。

3.施 政 国 に対 して,総 会 が決 議1514(XV)に 従 い,国 際 司 法裁 判 所 に よ り

与 え られ る勧 告 的意 見 に照 ら して,最 も良 い状 態 で,こ の 地域 の非 植 民 地化 の

プ ロセ ス を早 め るた め従 うべ き政 策 につ い て決 定 す る まで,施 政 国 が西 サ ハ ラ

で準 備 ・遂 行 しよ う と して きた人 民投 票 を是 非 延 期 す る よ うに懇 請 す る。

西 サハ ラ問題 に関 す る国 際司 法 裁判 所 の勧 告 的意 見 を ま とめ る と次 の よ うに

な る69)。

まず最 初 の 質 問 に関 して は裁 判 官全 員 一 致 に よ り,西 サ ハ ラ はスペ イ ンに よ

り植 民 地 と され た時 に は,何 人 に も属 しな い地 域(無 主地)で は なか った とい

う意 見 が下 され た。 その理 由 を次 の よ うに述 べ る。 まず 「スペ イ ンに よ り植 民

地 とされ た 時」 につ いて裁 判所 は,「 ス ペ イ ンが リオ ・デ ・オ ロに対 す る そ の

保 護 関係(pr・tect・rat)を 宣 明 した1884年 に始 ま る時期 を指 す もの とみ なす こ

とが で き る」70)として い る。 これ につ い て は先 に も述 べ た。次 に無 主 地 の概 念

につ い て,「 領 土 主 権 を取 得 す る承 認 さ れ た 法 的 方 法 の 一 つ と して の 先 占

(・ccupati・n)に 関 して用 い られ る法 の術 語 で あ る」71)として,「 先 占 は法律 上,

譲 渡 や承継 に よるの とは別 に,平 穏 に あ る地域 に対 す る主権 を取得 す る原 始 的

手 段 で あ るか ら,考 慮 され る地 域 が先 占 をなす もの とみ な され た行 為 の時 に無
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主 地 で あ っ た とい う こ と,そ れ が 有 効 な先 占の 本 質 的条 件 の一 つ で あ っ た」72)

と述 べ る。 そ の上 で社 会 的 お よ び政 治 的組織 を有 す る部族 や人 民 の居住 す る地

域 が 無主 地 とみ な されず,一 般 的 に それ らに対 す る主権 は地 方 首長 と結 ばれ る

合 意 に よ って 取得 され うる と考 え られ て い た当時 の国 家実 行 か ら,地 方部 族 の

長 との合 意 に よ る主権 の取 得 は,無 主 地 の先 占 とはみ な され ない とす る73)。 そ

して スペ イ ンに よ る西 サ ハ ラの 主権 の取得 は 「無 主 地 の先 占 に よって取得 され

る原 始 的権 原(titres・riginaires)で は な く,承 継 取 得(acquisiti・nderive)の 一一

方法 で あ った 」74)と結 論す る。その こ とは当時 西 サ ハ ラに は遊 牧 民 で はあ った が,

社 会 的 ・政治 的 に組 織 され た部 族 が あ り,彼 らを代 表 す る権 能 を もつ首 長 の権

力 の もとに住 民 が居 住 して い た こ と,ま た西 サ ハ ラ を植 民 地 と しなが ら,ス ペ

イ ンが 無 主地 にそ の 主権 を確 立 す る国 と して行 動 した ので はな い とい う内容 の

裁判 所 に提 出 された資 料 に よ って裏づ け られ る75)。

次 に二 番 目の質 問 に関 して は次 の よ うな意見 が 出 され た。す な わ ち 「モ ロ ッ

コの ス ル タ ン と西 サ ハ ラ地 域 に住 む諸部 族 の あ る もの との問 に,忠 誠義 務 の法

的結 びつ きが存 在 して い た。 そ れ らは また,裁 判 所 の解 す る意 味 で の 一体 と し

ての モ ー リタニ ア と西サ ハ ラ地 域 との間 に,法 的結 びつ き を構 成 して い た諸権

利 土 地 に 関す る一 定 の権 利 を含 む が 存在 して い た」76)。しか し 「そ こ

に領 土主 権 の 結 びつ きは存 在 しなか った 。 した が って 裁判 所 は,西 サ ハ ラの非

植 民 地 化 に 関す る決 議1514(XV)の 適 用,わ け て も地 域 人民 の 自由 かつ 真 正

な表 明 に よる 自決 の原則 の適用 を変 更 す る よ うな性 質 を もつ法 的結 びつ きが存

在 して い た こ とを確 認 しなか った」77)とい う もの で あ る。

裁判 所 は上 記 の結 論 を出す にあ た って,ま ず 「法 的結 びつ き」 の意 味 を明 ら

か に しよ う とす る。 そ して こ こにお け る 「法 的結 びつ き」 とは 「西 サハ ラの非

植 民 地化 の ため に従 うべ き政策 に対 して影 響 を及 ぼ しうる法 的結 びつ きを指 し

て い る と解釈 すべ き もの の よ うに思 われ る」 と して,そ こに見 い だ され る人 々

と無 関係 にそ の地 域 と直 接 に設 定 され る結 びつ きだ け に限定 しよ う とす る意見

を退 け る78)。

そ の上 で まずモ ロ ッコの主張 に対 す る見解 を述 べ る。先 に述 べ た よ うにモ ロ

ッコ は,西 サ ハ ラ との法 的結 びつ きを,こ の地 域 の超 記 憶 的 占有 に由来 す る主
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権 とい う結 びつ きと して提示 し,そ の主張 を支持するために7世 紀 におけるア

ラビア人の北 アフ リカ征服 の事実 を援用する79)。しか し裁判所 はこれ らが遠 い

昔 の不規則 で,束 の間の ものであ るこ とか ら,占 有の証拠 と して曖昧であ ると

す る80)。またモ ロ ッコは,東 グ リーンラン ド事件 にお ける常設国際司法裁判所

判決 を も援用す る81)。すなわちモ ロ ッコは,常 設 国際司法裁判所が,グ リー ン

ラン ド全体 を占有 している とい うデ ンマークの主張 を承認す るために適用 した,

"権 能の継続 的発現"の 原則 に基づ き西サハ ラへ の主権 を主張 す る
。常設国際

司法裁判所 はこの判決の中で,権 能の継続的発現が認 め られ る要件 として,主

権者 として行動す る意図お よび意思 と,そ の権能 のい くらか現実的 な行使 また

は発現 をあげてい る。そ して また同裁判所 は,「 人 口稀 薄の,ま たは人が定住

していない国に在 る地域 に対 す る主権 の主張 に関 して,全 く競合的主張が ない

場 合 には 『主権的権利 の現実的行使 につ いて は,ご くわずかな行使』で も十分

あ りうるこ とを認 めた」82)。しか しICJは,西 サハ ラは人 口はか な り稀 薄で

あ るにもかかわ らず,社 会的,政 治的面で組織 された諸部族 が間断な く横切 っ

て移動 し,部 族 間の武力衝 突 もひんぱんな地域で,ま た西サハ ラに関係す る権

能の現実的行使 についての証拠 も少 ないことか ら,両 問題の正確 な対応 を認め

るこ とは困難 と した83)。そ して西サハ ラとモ ロ ッコとの一体性 または地理的接

続性 の議論 に訴 えることによって も,こ の困難 を除 くことはで きず,超 記憶 的

占有の主張の上で も証拠不足 と述べた84)。そ こでモロ ッコはスペ インに より植

民地 とされ た時における西サハ ラにおける主権 の行使 の証拠 と して,国 内的面

でその権能 を発現 させ ていた と称す る行為,な らびに この地域 の全部 または一

部 に対す るモ ロ ッコの主権の他 の国々に よる承認 を構成す るとされ る国際行為

を援用 した85)。前者の国内的面 での権能 の行使 としては先 にあげた ように,ス

ル タンに対 す るサハ ラの知事たちの忠誠義務 や税の徴収,ス ル タン ・ハ ッサ ン

1世 の遠征 などであるが,裁 判所 はスペ イ ンやモー リタニ アの主張 も考慮 に入

れなが ら次 の ように結論 した。「今 まで検 討 した資料 は,こ の 国 と西 サハ ラと

の間の領土主権 とい う結 びつ きを何 ら証明 していない。その資料 は,モ ロ ッコ

が西サハ ラにおいて実効的かつ排他 的国家活動 を行 な っていたこ とを示 してい

ないのであ る。 しか し関連性 のある期 間を通 じて,ス ル タンとこの地域 の遊牧



西サハ ラ問題 と国連による解決125

民 の あ る もの,し か し,た だ あ る もの との 問 にの み忠 誠 義務 の法 的紐 帯 が存 在

して い た こ と を明 らか に して い る」86)。また モ ロ ッコの 主権 に対 す る他 国 の承

認 につ い て も裁 判 所 は様 々な資 料 を検 討 した 上 で,「 西 サ ハ ラ に対 す るモ ロ ッ

コの 領土 主 権 が他 の諸 国 に よって 国際 的 に承認 され て いた こ とが 明 らか に され

る とは思 わ れ ない」87)と結 論 してい る。

次 にモ ー リ タニ アの主 張 に対 して は,裁 判所 は まず モ ー リタニ ア と西 サハ ラ

の国 家主 権 とい う法 的結 びつ きを否 定 す る。 す な わ ち 「一 体 と して のモ ー リタ

ニ ア」,こ の意 味 につ いて は既 に述 べ たが ,こ の一体 と して の モ ー リ タニ アが

当時 国家 を構i成 して い なか った こ とか ら,裁 判 所 が か か わ りを もつ の は,国 家

主 権 とい う法 的結 びつ きで は な くて 他 の性 質 の法 的結 びつ きで あ る とす る。

モ ー リタニ ア は,当 時 の一 体 と して の モ ー リタニ アが ,セ ネ ガル川 か らワジ ・

サ キエ ト ・エ ル ・ハ ム ラに及 んで お り,そ の南 に位 置 し現在 スペ イ ンの施 政 下

にあ る この 地域 の部分 は一体 と して の モ ー リタニ アの不 可 分 の一 部 で あ った と

主張 す る88)。 しか し裁 判所 は次 の よ うに述べ る。 す な わ ち当時 西 サ ハ ラお よ び

モ ー リ タニ ア 回教 共和 国 の 一部 を な して い るサ ハ ラ地 方 に住 んで いた多 くの部

族 と藩 王領 の 問 に,人 種 的,言 語 的,宗 教 的,文 化 的 かつ経 済 的 な多 くの紐 帯

は存 在 して い た。 しか しそ れ らは相 互 に独 立 性 を有 し,共 通 の制 度 や機 関 に欠

け,一 体 と しての モ ー リタニ ア を シ ンギチ民 族 も し くはあ る形 態 の連 盟 ない し

連 合 と定 義 しよ う と,藩 王 領 や部 族 とは別個 の 人格 また は法 的 実在 た る性 質 を

有 して い なか った とい う困難 は そ の まま残 る。 ゆ え に ビラ ド ・シ ンギチが ,西

サ ハ ラ にお い て あ る種 の主 権 を有 す るモ ー リタニ ア とい う 「実在(entit6)」 ま

た は 「一 体(ensemble)」 で あ った とす る主 張 を認 め る こ とはで きない とい う も

の で あ る89)。 そ して一 体 と して の モ0リ タニ ア と西 サハ ラの法 的結 びつ きにつ

い て裁 判 所 は次 の よ うに結 論 す る。 「した が って ビ ラ ド ・シ ンギ チ が 法 的実 在

と して存 在 して い た こ とが証 明 され なか った とは い え,ビ ラ ド ・シ ンギチ の遊

牧 民 は,裁 判所 の意 見 で は,関 連 性 の あ る期 間 中,彼 らが 遊 牧 して い た土 地 に

関 す る一 定 の権利 を含 む諸権 利 を有 して い た もの とみ な され るべ きで あ る。 裁

判所 は,こ れ らの権 利 は,西 サ ハ ラ地 域 と一体 と して のモ ー リタニ ア との 問の

法 的結 びつ き を構 成 してい た と結 論 す る」go)。
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(2)総 会,安 保理 にお ける審議過程 と事務総長 による調停

西サハ ラ問題 は1963年 以降 国連の場 で審議の対象 となった。す なわち当初,

自国は非 自治地域 を持 たない と していたスペ インが1961年 か ら国連 に対 し,施

政下 にあった地域 につ いての情報の送付 を始 め,1963年 に植民地独立付与宣言

が適用 され る地域の予備 リス トに掲載 され,植 民地独立付与宣言履行特別委員

会での審議が始 まった。そ して総会は1965年12月16日 に,西 サハ ラに関す る最

初の決議270791)を採択 した。その主な内容 は1960年12月14日 の植民地独立付与

宣言 を想起 し,ス ペ イン政府 に対 し,ス ペ イ ン領サハ ラ及 びイフニ を植民地統

治か ら解放す るため にあ らゆ る必要な措置 を直ちにと り,こ の 目的のために こ

れ ら地域の主権 に関連す る問題 について交渉 に入 るよう要請す るとい うもので

あった。翌1966年,総 会 はイフニ と西 サハ ラ とを別個 に取 り扱 う決議222992)を

採択 した。 イフニについては,施 政国 に対 し,原 住民の希望 を考慮 して権能移

譲 の方法 をモ ロ ッコ政府 と決め るよう要請す る とい う内容で,西 サハ ラにつ い

ては原住民の希望 に従い,か つモロ ッコ政府,モ ー リタニア政府お よび他 のす

べ ての関係当事者 と協議 して,地 域住 民が 自決権 を行使 しうる よう,国 連の後

援 の下で行 われるべ き人民投票 の準備 ・遂行 の方法を決め るよう勧誘す る とい

う内容であ った。 この決議2707と2229を 比べ た場合,前 者では領土主権 の問題

に触 れ,「 通常 の非 自治地域 に関す る決議で は必ず と言 っていいほ ど言及の あ

る 『領域 人民の 自決及び独立 の権利』が確認 されていない」93)のに対 し,後 者

で は領域人民 の 自決権 が確 認 されてい る点が注 目され る。 これ はスペ イ ンが モ

ロ ッコ,モ ー リタニア と主権問題 についての直接交渉 を拒否 したため,そ れに

反発す る形で両国が政策転換 を行 ない,西 サハ ラ住民が,一 旦 自らの運命 の主

人 となれば,彼 らはモ ロ ッコとの統合の道 を選ぶであろうとい う確信 の下 に,

モロ ッコは西サハ ラ とイフニ を双方 とも独立 させ るべ きことを提案 した もの と

される94)。従 って後のモ ロ ッコの行動 か らもわかるように,西 サハ ラに対 し領

有権 を主張 するモ ロ ッコの方針 は基本的に変 わ っていない。その後1973年 まで

西サハラに対す る非植民地化 につ いて進展 はみ られず,総 会 は1973年 まで決議

2229で とられた西サハ ラに関す る態度 を変 えず,基 本的に踏襲 する形で毎年の
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決議 を採 択 した95)。

と ころが1974年9月23日 にモ ロ ッコ外 相が 西 サ ハ ラ問題 を共 同で 国際 司 法裁

判 所 に付 託す る こ と を提案 す るハ ッサ ン国王 の声 明 をスペ イ ン外相 に通 告 した

こ とで,事 態 は急 展 開 をみせ る。総 会 は同年12月13日,こ の 問題 を国際 司 法裁

判 所 に諮 問す る決 議3292を 採 択 し,同 決議 に従 って1975年5月 か ら6月 にか け

て,当 該 地域 の事 情 を調査 す るた め の国連 使 節 団 が派 遣 され た。 そ して 同年10

月16日 に は 国際 司 法裁 判所 の勧 告 的意 見 が 下 され た(内 容については先に述べた

ので省略する〉。 スペ イ ン国連代 表 は,こ の勧 告 的意 見 を きっか けに西 サ ハ ラへ

の緑 の行 進 を行 なお う と したモ ロ ッコの行動 が脅 威 で あ る と して安 保 理 の 開催

を要 請,そ れ に基 づ い て10月22日,安 保 理 は決議37796)を 採 択 した。 同決 議 は

事務 総 長 に対 し,当 事 者 及 び関係 利 害 国 との協 議 お よびその結 果 の安 保理 へ の

報告 を要 請 す る とい う もので あ った。 そ れ に基 づ き事務 総 長 は10.月25日 か ら28

日にか け てモ ロ ッコ,モ ー リタニ ア,ア ル ジ ェ リア,ス ペ イ ンを歴 訪 し,10月

31日 に安 保理 へ の報 告97)が 提 出 され た。11月2日,ス ペ イ ン代 表 か ら安 保 理 議

長へ の 再 度 の書 簡 に基 づ き安 保 理 が 開催 され,決 議37998)を 採 択 した。 この 決

議 はこの 地域 の緊張 を増 大 す る いか なる一方 的 また はそ の他 の行 動 を とらない

よ う関係 ・利 害 国 に要 望 す る と共 に,事 務総 長 に協 議 の続行 を要 請 す る もの で

あ った。11月6日,安 保理 は,モ ロ ッコの行 進 を遺 憾 と して行 進 の参 加 者 を西

サ ハ ラか ら撤 退 させ,関 係 ・利 害 国が憲 章 第33条 の下 で行 な われ る国連 の行 動

を妨 げ る こ との ない よ う事務 総 長 に協 力 す る こ と を要 請 す る決議38099)を 採 択

した 。結 局行 進 は11月9日 に中止 され た。 一方 事 務 総 長 は11月8日 と11月19日

に第二 次loo),第3次 報告101)を行 な った。

第30回 総 会 は12月10日 に西 サ ハ ラ に関 す る二 つ の 決議3458A・Blo2)を 採 択

したが,両 者 が 多 くの矛 盾 す る点 を有 して い た ため 問題 を複 雑 化 させ ,国 連 で

の解 決 を難 し くさせ た。 す な わ ち アル ジ ェ リア等 に よ り提 案 されたA決 議 は,

西 サ ハ ラ人民 の 自決 権 を確 認 し,国 連 の 監視 下 で 自決 権 が十 分 か つ 自由 に行 使

で きる よ う,ス ペ イ ンに対 し必 要 な措 置 を とる こ と を要 請 し,ま た 関係 国 に一

方 的 また はそ の他 の 行動 を 自制 す る こ とを勧 奨す る とい う内容 で あ った。 これ

に対 しモ ロ ッコ等 提 案 のB決 議 は,西 サ ハ ラ人民 の 自決権 は確 認 して い る もの
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の,い わ ゆ るマ ドリー ド協 定 を テ ー ク ・ノー トし,協 定 当事 者 に対 し,西 サ ハ

ラ人 民 の 自由 に表 明 され た希 望 を尊 重 す る よ う要請 し,ま た暫 定政 府 に対 し,

西 サ ハ ラ人民 が 自決 権 を行 使 で きる よ うあ らゆ る必 要 な措 置 を とる よ う要 請 す

る とい う内容 で あ った。 この こ ろか ら問 題 の解 決 はOAUへ 移 る こ とに な るが,

1976年 に入 って 事態 は,モ ロ ッコ とモ ー リタニ ア に よる西 サハ ラ分 割,ポ リサ

リオ戦 線 に よるサ ハ ラ ・ア ラブ民 主 共和 国 の樹 立 へ と進 む。

1976年 の 第31回 総 会 で は,OAUが この 問題 を取 扱 うこ とにな って い る事 実

をテ ー ク ・ノー トし,審 議 を次 回 の総 会 に持 ち越 した103)。 また翌1977年 の 第

32回 総 会 で は,OAU会 議 で憲 章 に従 って解 決 され る こ とを希 望 す る 旨の決 議

を行 な うに と ど ま った104)。1981年,総 会 は モ ロ ッコ とポ リサ リオ戦線 の 双 方

に対 し,停 戦実 現 に向 け て交渉 を開始す る よ う訴 え る と と もに,事 務総 長 に対

して は住 民投 票 の計 画 と実 施 の た め の措 置 を とる こ とお よび,そ の ため にOA

U事 務総 長 と密 接 に協 力 す る よう要 請 した105)。翌82年106),83年107)も 総会 は同

様 の決議 を採択 した に とど ま った。 しか し1984年 の総 会 で事 務 総長 に対 し,西

サ ハ ラ情 勢 につ い て翌 年 の総 会 で 報 告 す る こ とを勧 誘 す る内容 の決 議lo8)を 行

な った こ とか ら事 務 総 長 に よる積 極 的 な調停 活 動 が 開 始 され た109)。事 務 総 長

はそ の後,ポ リサ リオ戦 線 の政 治 局員,事 務 局 長 と接 触,ま たハ ッサ ン国王 と

折 衝 し,1985年 の 総 会で 報告 を行 な った。 これ に対 し総 会 は事 務総 長 お よびO

AU首 脳 会議 議 長 に対 し,両 当事 者 が停 戦 の 条件 と住 民 投 票 実施 の態様 につ き

交 渉 を開始 す る よ う説得 す るた め あ らゆ る努 力 を行 な う よ う勧 誘 す る決 議110)

を採 択 した。 同決 議 に基 づ き,事 務 総 長 とOAU議 長 は1986年4月,モ ロ ッコ

お よびポ リサ リオ戦 線 の代 表 と会談 し,両 当事 者 は4月 と5月 に二度 の間接 交

渉 を行 な った。 そ の際,事 務 総 長 は 自決権 行 使 に関す る若 干 の 「ガ イ ドライ ン

と原 則 」 を提 示 した111)。事 務 総 長 とOAU議 長 は6月 に2度 の交 渉 につ い て

の報 告 を行 な い,7月 に はハ ッサ ン国王,9月 に はポ リサ リオ戦 線 の代 表 と会

談 した。 翌1987年9月,事 務 総 長 は 「停 戦 及 び住 民投 票 に 関す る提 案 を作 成 す

るの に要 す る情 報 ・デ ー タを収 集 す るた め」 の専 門調 査 団 を西 サハ ラ に派 遣 す

る計 画 を発 表,11月 か ら12月 にか けて調 査 団 は現 地 を訪 問 した 。翌1988年4月,

事 務総 長 はOAU議 長 と紛 争 の 「解 決案 の作 成 を促 進 させ る ため の追加 的 な措
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置 」 につ いて合 意 した。5月 に はハ ッサ ン国 王,ア ル ジ ェ リア,モ ー リタニ ア,

チ ュニ ジアの各 元 首 お よ びポ リサ リオ戦線 の事 務 局 長 と次 々 と会談 した。 そ し

て8月11日 に事 務 総 長 はOAU議 長 と と もに西サ ハ ラ問題 に関 す る和 平提 案 を

モ ロ ッコ とポ リサ リオ戦 線 の代 表 に渡 し,8月30日 に両 当事者 は これ を受 け入

れ る 旨 を伝 えて きた。 事 務 総 長 は1988年 の事 務 総 長 報 告 に お い て,「 長 年 に わ

た る努力 の結 果,西 サ ハ ラ問題 の公 正 かつ 永 続 的 な解 決 につ いて,そ れ にふ さ

わ しい 雰 囲気 が つ く り出 され た」112)と述 べ,こ の問 題 が解 決へ 向 け て大 き く前

進 した こ とへ の喜 び と自信 を表 明 してい る。 この和 平提 案 は9月20日 の安 保 理

で 公 表 され,10月,事 務 総 長 に よ り特 別代 表 と して ウル グ ア イの グ ロ ス ・エ ス

ピエ ル元 大 使 が任 命 され た113)。1989年6月 に は事 務 総 長 は国連 本 部 に解 決 提

案 の実施 面 の細 目 を決 定す る ため の技術 委 員 会 を設 置 した。技 術 委 員 会 は7月

に初 会 合 を開 き,「 解 決提 案 実 施 タイ ム テー ブ ル」 案 を作 成,翌1990年6月 に

これ を 「実施 計画 」 と して ま とめ,安 保 理 に提 出 した。安 保 理 は この西 サハ ラ

問題 解 決 の た めの事 務 総長 の実施 計 画 案承 認 決議 を全 会0致 で採 択 した。 これ

と前 後 して3月28日 に事務 総 長 が ポ リサ リオ戦線 の キ ャンプ を視 察,5月21日

に は事務 総 長 がOAu議 長 と交 渉 した結果,西 サハ ラにお け る住 民 投 票 の た め

の有 権 者 資格 確 認 委員 会(Identificati・nC・mmissi・n)を 設 置 した こ とが発表 され

た。 この よ うな動 きの 中,同 年7月5日,モ ロ ッコ政府 とポ リサ リオ戦線 代 表

が 事 務総 長 仲 介 の下,ジ ュネ ーブで 初 め ての 直接 接 触 を開始 した。7月29日 に

は実 施計 画 の 可能 性 につ い て探 るた め,西 サ ハ ラお よび近 隣諸 国 を視 察 す る国

連調 査 団 がモ ロ ッコ入 り し,8月12日 に情報 収 集 活 動 を終 了 した。1991年4月

19日 に事 務 総 長 は先 の 実施 計画 を よ り詳 し く述 べ た報 告 書114)を 安 保 理 に提 出

したが,4月29日,安 保 理 は こ の報 告 書 を全 会 一 致 で採 択 した115)。 同報 告 書

はモ ロ ッコ とポ リサ リオ戦線 の停 戦成 立 後 す ぐに,同 地 域 の住 民 が モ ロ ッコへ

の帰 属 また は独 立 の いず れ か を選 ぶ た め に,自 由か つ公 正 な住 民投 票 を国 連 の

組織 監視 の下 に実施 す る とい う もの であ る。5月17日,総 会 は国連 西 サ ハ ラ

住 民 投 票 ミ ッシ ョン(以 下,MINURSO)の 当初6ケ 月 間 の活 動 経 費 と して

1億4,300万 ドル を承 認 したlib)。6月24日,安 保 理 はMINURSOの 軍事 部

門 の司 令官 に カナ ダの ア ーマ ン ド ・ロイ少尉 を任命 す る とい う事 務総 長 案 を承
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認 した117)。更 に7月9日 に安 保 理 はMINURSOの 軍 事 部 隊 の 派遣 国 を36

ケ 国118)と す る事 務 総 長 提 案 を承 認 した。 そ して7月10日,事 務総 長 は安保 理

議 長 に宛 て た書 簡 で,モ ロ ッコ とポ リサ リオ戦 線 が9月6日 を西 サ ハ ラにお け

る正 式 停 戦 開 始 日 とす る提 案 に合意 した こ と を通 知 した1ユ9>。9月6日,モ ロ

ッコ政 府軍 とポ リサ リオ戦 線 との 間 につ い に停 戦 が発 効 し,こ の問題 は一 つ の

大 きな区切 りを迎 えた。停 戦 前 日の9月5日,事 務総 長 の 決定 に よ り,MIN

URSOの 軍 事監 視 要 員240人 が 同地域 に派 遣 され,14日 に は さ らに100人 が追

加 派 遣 され た。 そ の後,停 戦 違 反 の 問題 や有 権 者 の確 定 につ い ての両 紛 争 当事

者 の対 立 や気 象 条件,更 に事 務 総 長 の特 別代 表 で あ った ス イス の ヨハ ネ ス ・マ

ンッ氏 が 自国 の 国連 大使 に任 命 され た こ とな どで,住 民投 票 の実施 が遅 れ て い

るが120),12月31日 に安保 理 はモ ロ ッコ とポ リサ リオ戦線 に対 して,解 決計 画

の実 施 の ため に事 務 総 長 に協 力 を求 め る決議725121)を 採 択 し,事 務 総 長 も安 保

理 に対 し事 態 の進 展 状 況 を報 告 す るな ど,現 状打 開 に向 けて の努力 が 続 け られ

て い る122)。

(3)事 務総長 による解 決提案実施計画

ここで は1990年6月27日 に安保理で承認 され た事務総 長報告(S21360),お

よび1991年4月29日 に安保 理で承認 された事務総長報告(S22464)を 中心 に,

停戦 を経て住民投 票に至 る紛争解決のための実施計画 の主 な内容 をみる ことに

す る。

実施計画 によれば停戦か ら住民投票 の結果発表 までの過渡期 間,事 務総長特

別代表が事務総長 と連絡 を取 り合 いなが ら行動 し,と くに住民投票 に関 し唯一

の排他 的責任 を担 うことになる。 そ して彼が率 いる組織 された国連の文民,軍

事要員 お よび警察か らなるグル ープが彼 を支援 する。 これが国連西サハ ラ住民

投票使節団(MINURSO)で ある。MINURSOが 活動す る期間 は,停 戦

が成立 してか ら住民投票 の結果が発表 されるまでの問 となる。停戦 はMINU

RSOの 軍事要員 か らなる国連監視団 によって監視 され,赤 十字国際委員会(I

CRC)の 下で捕虜 の交換 が行 なわれる。モ ロ ッコ及 びポ リサ リオ戦線 の両兵

力の活動範囲 は事務総長特別代表が指定 した一定地域 に限定 され,国 連監視団
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の監視 下 におかれ る。モ ロ ッコは停 戦か ら11週 間以内 に兵力 を65000人 まで削

減 しなけれ ばな らない。恩赦 の布告 に よって政治犯が釈放 され,住 民投票の 自

由かつ公正 な実施 を妨 げるような法律や規則が停止 される。国連 は住民投票 を

組織 して実施 し,必 要 な法律 や規則,命 令 を制定 し,西 サハ ラ住民 は独立かモ

ロ ッコへの帰属か を選択す ることになる。 また国連 は当該地域 の行 政面,特 に

自由で公正 な住民投票 の実施 に必要 な条件 を確保す るための法 と秩序 の維持 を

監視 す る。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は,当 該地域外 に住 むす

べ ての難民お よび西サハ ラ住民で住 民投票 をす る権利 を認め られ,帰 還 を望 む

人々が帰還で き,有 権者 として住民投票 に参加で きるようにす る。そ してMI

NURSOの 文民部門である有権者資格確認委員会 は,彼 らが投票の資格 を有

す るか どうかの確認 を行 ない,す べての有権者 の リス トを作成 し,発 表す る。

有権 者資格確認委員会 は1974年 にスペ インによって実施 された国勢調査 におい

て西サハ ラ住 民 と数 え られた人々で,18歳 以上 の人 々は,現 在 当該地域 に住 ん

でい ようと,ま た難民 としてあ るいは他 の理 由で地域 外 にい ようと,選 挙資格

を与 えられる とい う合意 を履行 する。有権者資格確認委員会 は選挙資格 を与 え

られ る人々の リス トを発表す るために国勢調査 を最新の もの としなければな ら

ない。そ して選挙資格 が認 め られた人 には選挙人登録 カー ドが発行 される。住

民投 票のキ ャンペ ー ンの実施の条件 と形態 に関 しては,同 じくMINURSO

の文民部 門である住民投票委員会が,軍 事的,行 政 的強制 のない 自由で公正 な

住民投票 を確保す るため に必要 な方法 について,事 務総長特別代表 に助言 を行

な うとされている。

1991年4月29日 の安保理決議690に よって文民900人,警 察官300人,軍 事要

員1695人 の計2895人 か らなるMINURSOが 設置 された。決議 に よると停戦

(Dデ イ)は,総 会がMINURSOの 経費 を承認 してか ら16週 間以 内に成立す

ることになっているが,先 に述べ た ように1991年5月17日 に総 会はMINUR

SOの 経費 を承認 した。 ところで1991年4月19日 の事務総長報告 に よれば,M

INURSOが その責務 を効果 的かつ公平 に果 たす ためには次 の4つ の条件が

必要 であ るとしている。第1にMINURSOが 常 に安保理の十分 な支持 と協

力 を得 ること,第2に 特 に敵対行為の 中止 に関 して,紛 争 当事者 の十分 な協力
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の下で活動す ること,第3に 近隣諸 国の協力 と支持が保証 されること,第4に

加盟国 によって財源が確保 されることである。停戦後 は20週 間以内に住民投票

が実施 され,MINURSOは 停戦発効か ら26週 間,当 該地域 にとどまること

になる。但 しそれ はあ くまで見積 りであ って期間の多少 の短縮 延長 は認め ら

れる。いずれ にせ よ事務総長特 別代表が事務総長 と協議 の上,状 況 に応 じて判

断を行 なうことになる。

総会がMINURSOの 経費 を承認 してか ら停戦 まで,お よび停戦後,住 民

投票が実施 され るまでの タイムテーブルは以下の通 りである。

D-16(週)・ 総会がMINURSOの 経費 を承認

・事務総長が書簡で紛争両当事者 に停戦(Dデ イ)発 効の 日程 に

つ いて提案

・事務総長が住民投票委員会お よび独立の法律専 門家 を任命

・有権者資格確認委員会が1974年 に実施 された国勢調査の改定 を

行 ない,そ の手続 について部族長 と協議 を開始

D-12以 前 ・紛争両当事者が停戦の 日程 に関す る事務総長 の提案 を承認

D-12・1974年 の国勢調査改定 リス トお よび リス トへ の氏名 の登載方法

を当該地域お よび地域外 で発表

・MINURSOの 行政お よび兵姑部隊が到着 を開始

m9・ 有権者資格確 認委員会の小規模移動チ ーム を派遣

D-8・1974年 の国勢調査改定 リス トへの氏名の登載 申込締切

D-4・ 事務総長特別代 表率い るMINURSOの 先遣隊が到着

D-4か ら

停戦 日まで ・すべ てのMINURSO部 隊(歩 兵大隊200人 の警察官,若 干の

UNHCRの 要員および選挙監視要員は除 く)が 展 開

D-1・ 事務総長特別代 表到着

停戦 日以前 ・有権者資格確認委員会 による リス ト登載 申込受付作業の完了 を

受 けて,有 権者 リス トを発表

D一 デイ ・過渡期間開始

(停戦 日)・ 停戦発効,紛 争 両当事者 の戦闘部隊 は指定地域 まで退去
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・有権者資格確認委員会 は資格確 認お よび有権者 の登録 を開始 し
,

リス ト不登載者の意見聴取

停戦後直ちに ・捕虜 の交換

・政治犯
,拘 留者 および帰還者へ の恩 赦の布告

・すべ ての政治犯 もしくは拘留者 の釈放

D+10・ 残 る200人 の警察官 を段階的に投 入

・歩兵大隊 とUNHCRの 追加要員 の展開

D+11以 内 ・モ ロ ッコの兵力削減完了

・住民投票の障害 とな るすべ ての法律 もしくは法案の停止

D十11

D十17

D十18

D十Zo

・有権者 の資格確 認お よび登録完了,事 務総長 に よって承認 され

た最終 の有権者 リス トを公表

・帰還計画 開始

・現下の警察力の中の準軍事部 隊の中立化

・帰還計画の完了

・住民投票のキ ャンペ ー ン開始

・追加の選挙管理委員 の展 開

・選挙運動終了

・住民投票

・選挙結果の発表

・MINURSOの 引 き上 げ開始

D+24ま た は26・ 住 民 投票 の結果 に よって もた らされ る事 態 を監視 す るMI

NURSOの 責 務 終 了

そ の後 ・MINURSOの 残 留 部 隊の引 き上 げ

]V.西 サ ハ ラ 問題 と国 連

国際紛争 としての西 サハ ラ問題 はい くつかの重要 な法的問題点 を含 んでいる

が,国 連 との関連 において この問題 をみた場合,単 に国連が この問題の解決 に

重要 な役割 を果た した とい うことだけにとどまらず,冷 戦後の国際社会 におけ

る国連のあ り方 を考 える上で も興味深い問題 を含 んでいるように思 われる。以
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下,三 点 につ いて考 えて み た い。

(1)植 民地独立 と民族 自決権

西サハ ラ問題 は既 にみた ように,旧 スペ イ ン領西サハ ラの帰属 をめ ぐって,

かつての法的結 びつ きを根拠 にその領有権 を主張す るモロ ッコお よびモー リタ

ニ ァと,民 族 自決原則 に基づ き独立 を求 めるポ リサ リオ戦線,そ してポ リサ リ

オ戦線 を支援す るアルジェ リア とい う対 立の図式で争 われた紛争であ った。そ

れは第二次大戦後 の非植民地化の過程で生 じた問題であ ったが,い わゆる非植

民地化 がスムーズにいかず挫折 した事例 であ った とい うことがで きる。すなわ

ち施政国であ ったスペ インが,西 サハ ラか ら手 をひいた後 の当該地域の帰属 を

め ぐって 「自決権 と領土保全の対立 の構 図がそ こに存在 する」123)ケースである

とい える。民族 自決原則 の淵源 は18世 紀 の啓 蒙期 自然法思想 にまで遡 るが,第

二次大戦後 は植民地独立のための法的根拠 として用い られて きた。そ してそれ

を積極 的に推進 したのが国連であった。国連憲章 は第1条2項 で 「人民 の同権

及 び自決の原則の尊重 に基礎 をお く諸国 間の友好関係 を発展 させ ること」 と規

定 し民族 自決 の原則 を打 ち出 した。そ して第11章 に非 自治地域 に関する宣言,

第12章 に信託統治制度 に関す る規定 をお き,植 民地地域の 自治 と独立 を奨励 し

た。 そ して植民地の独立 に拍車 をかけたのが1960年12月14日 に総会 にお いて採

択 された 「植民地諸国,諸 人民 に対す る独立付与 に関す る宣言」,い わゆる 「植

民地独立付与宣言 」であ った。 同宣言 は第2項 で 「すべ ての人民は 自決の権利

をもち,こ の権利 に よって,そ の政治的地位 を自由に決定」す ると して 自決権

を規定 した。更に1970年10月24日 に採択 された 「国連憲章 に したが った諸 国間

の友好 関係 と協 力 に関す る国際法 の諸原則 につ いての宣言 」,す なわち 「友好

関係宣言」によって,自 決権 は国際法原則の一つ として承認 されるに至 った124)。

一方
,国 連 は領土保全 に関 して もこれ を国際法の基本原則 の一つ として,国 連

憲章 第2条4項 をは じめ諸条約,国 連決議等 に取 り入 れて きた。植 民地独立付

与宣言第6項 は 「国の民族 的統一及び領土保全の一部 または全部の破壊 をめざ

すいかなる企図 も,国 連憲章 の 目的及 び原則 と調和 しない」 と述べ,友 好関係

宣言で は 「いずれの国 も,他 のいかなる国又 は領域 の民族 的統一及 び領土保全
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の一部又 は全部の分断 を 目的 とす るいかなる行為 も慎 まなければな らない」 と

してい る。但 しこれ らは,「 通常,新 独 立国家か らの新 たな分離 を認めない趣

旨の規定であ ると理解 されてい る」125)。それ に もかかわ らず モロ ッコはこの領

土保全原則 を根拠 に,か つてモ ロ ッコ領土の一部 を構城 していた西サハ ラのス

ペ インによる分割 は領土保全 の侵害である とし,再 統合 を求めてのいわゆる失

地回復 闘争 を正 当化 しようとした。

この問題 に対 して国連は先 にみた ように,西 サハ ラ住民 の自決権 の尊重 を確

認す る決議 を くり返 した。国際司法裁判所 も勧告 的意見の中で,「 非植民地化

のプロセスは,西 サハ ラの住民がその意思の 自由な表 明によ り,そ の将来の政

治的地位 を決定す る権利 を尊重す る プロセスで ある。(中略〉ゆ えに,こ れ ら

の住民 の 自決権 は,裁 判所 に提 出 された問題 の基本的要素 を構成す る」126)と述

べた。 その上でモ ロ ッコおよびモー リタニア と西サハ ラの法的結 びつ きについ

て検討 を加 え,自 決原則 の=適用 を変更す るよ うな領土主権 の法的結 びつ きは認

め られなか った と結論 した。すなわち国際司法裁判所 は自決権 の尊重 を基本 的

立場 とした上で,そ れが変更 される ような例外的場合 もあ りうる とい う観点 に

おいて,領 土保全 との関係 をと らえて い るとい える。 尚,こ の勧告 的意見 は

1971年 のナ ミビア事件 と並 んで,自 決権 を法的権利 と して認 めた と解 されるよ

うな判例であ った とい う点 において も意義 を有す る127)。

ところで もう一つ問題 となるのは,武 力 を用 いて西 サハ ラを併合 しようとし

たモ ロ ッコの行為 であ る128)。国連憲章 は第2条4項 で,「 すべ ての加盟国は,

その国際関係 において,武 力 による威嚇 また は武力 の行使 をいかなる国の領土

保全 または政治的独立 に対す るもの も,ま た,国 際連合の 目的 と両立 しない他

のいかな る方法に よる もの も慎 まなければな らない」 と規定す る。 また1974年,

第29回 国連総会 において採択 された 「侵略 の定義」決議 は前文 において,「 諸

人民か らその 自決権,自 由権及 び独立権 を奪 うために,又,領 土保全 を破壊す

るために武力 を行使 して はな らない」 とし,第3条(a)に おいて,武 力 の行使 に

よる他の国家 の領土 の全部又 は一部 の併合は侵 略行為であ るとしている。 この

ことか らすればモ ロ ッコの行為 は国際法上違法であ り認め られない129)。

いずれ にせ よ国連 による自決権の確立が,西 サハ ラのスペ インか らの解放 を
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促 し,ま たモ ロ ッコ との 間 の帰 属 をめ ぐる争 い にお い て独 立 へ の法 的,思 想 的

根拠 と して機 能 した点 は見 逃 せ ない。

(2)地 域 主義 とOAUに よる解決の模索

国連憲章 第52条1項 は,「 この憲章の いか なる規定 も,国 際 の平和 及 び安 全

の維持 に関する事項で地域 的行動 に適 当な もの を処理す るための地域 的取極 又

は地域的機 関が存在す ることを妨 げる もので はない」 と規定 してい る。 これ は

国連が地域主義 に基づ き,地 域的紛争 を地域 的機関に よって解決する ことを望

ま しい とす る考 え方 を示 した ものである。 そ して続 く同条2項 では,「 前記 の

取極 を締結 し,又 は前記 の機関 を組織 す る国際連合加 盟国は,地 方的紛争 を安

全保 障理事会に付託す る前 に,こ の地域 的取極又 は地域 的機関 によって この紛

争 を平和的 に解決す るようにあ らゆる努力 を しなければな らない」 として,地

域 的機 関の よ り積極 的な活用 を謳 って いる。OAUも 地域的機 関の一つ と し

て130),主 権 ・領土保全 ・独立 の尊 重,紛 争 の平和 的解 決等 を諸原則 として掲

げ(OAU憲 章第3条),西 サハ ラ問題の解 決 にあた って きた。OAUは 基 本的

に西サハ ラ住民の 自決支持 の立場 をと り,ポ リサ リオ戦線成立後 はその解放 闘

争 を支持 した。そ してサハ ラ ・アラブ民主共和国が樹 立 されてか らはそのOA

Uへ の加盟問題が焦点 とな った。 しか しモ ロ ッコとモ ー リタニアが これ に反対

す ることは明 らかで,OAUか らの脱退の可能性 も考 えられたため,OAUは

これ らの国の納得 をいかに得 なが ら西サハ ラ住民 の自決 を実現 するか とい う難

しい課題 を背負 わ され ることにな った。従 って1976年7月 に開かれた第13回O

AU首 脳会議 では対 決 を避 けて,西 サハ ラ問題の解決 を首脳 レベルでの協議 に

委ね る との決議 にとどまった131)。1978年 の第15回 首脳会議で は5ケ 国132)から

なるア ド・ホ ック委員会の設立 を決定 し133),こ れに解決 を委ね ることとした。

ア ドホ ック委員会 は1979年 の第16回 首脳 会議 に報告書 を提 出 し支持 された134)。

報告書 は,(1)全 面的かつ早急 な休戦(2)全モ ロ ッコ軍の西サハ ラか らの撤退(3)住

民投票 による西サハ ラ人民 の 自決権 の行使(4)すべての関係 当事者の協力(5)住民

投票の実施 と監視 のための履行委員会の設置 を内容 とす る ものであ った。 とこ

ろで1980年 の第17回 首脳会議の段 階で はサハ ラ ・アラブ民主共和 国のOAU加
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盟支持国 は,全 加盟国50ケ 国中26ケ 国になっていたが,モ ロ ッコなどの脱退 を

考慮 して この問題 は延期 された。1981年 の第18回 首脳会議では住民投票 に必要

な規則 を作成す ることを任務 とす る7ケ 国か らなるア ドホ ック履 行委員会 を設

置 し,休 戦 を守 ることを紛争当事 国に要請 し,住 民投票の実施期 間中の平和 と

安全 の維 持 を国連平和維持軍 に要請す る決議 を採 択 した135)。この時点でモ ロ

ッコは住民投票 を受 け入れ るこ とを表明 した。その実施方法 につ いてモロ ッコ

とサハ ラ ・アラブ民主共和 国の間 に大 きな くい違 いはあ ったが,こ のモロ ッコ

の住民投票受入れ はOAUに よる解決努力の結果 であ った といえる。 ところが

事態 は急変する。1982年2月 の第38回OAU閣 僚 理事会でサハ ラ ・アラブ民主

共和 国の加盟が決定 されたため,モ ロ ッコをは じめ19の 支持 国が退場 した。 こ

の年,第39回 閣僚理事会 はボイコ ッ トされ,8月 に開催予定だ った第19回 首脳

会議 も,開 催 のための必死の努力 に もか かわ らず流会 となった。 ここにOAU

は創設以来,最 大の危機 に直面 した。 まさに 「この段 階での争点 は,も はや西

サ ハ ラ問題 で はな く,OAUの 存続 の 是非 で あ った と言 って も過言 で は な

い」136)状況であ った。紛争解決 におけるOAUの 成功例 の一方で,西 サハ ラ問

題 は 「加盟 国間の対立 が表面化 したケース」137)であ った といって よい。一応,

翌1983年 の首脳会議 にサハ ラ ・アラブ民主共和 国が欠席 したことで危機 を脱 し

たが,1984年 の首脳会議 に出席 したため,結 局 モロ ッコはOAUを 脱退 した。

ところがOAUと 国連 との協力関係 に より,事 態 は好転 し解決 の方向へ 向か

うことになる。 その経緯 は先に国連 による解決 の箇所 で述べたので ここでは繰

り返 さないが,国 連事務総長 とOAU議 長が共 同 して紛争当事 国 と交渉 を重ね

た結果,1988年8月 にモロ ッコ とポ リサ リオ戦線 は事務総長 とOAU議 長 によ

る和平提案 の受 け入 れ を表明 した。以上の事実が少な くとも示 してい るこ とは,

西サハ ラ問題 とい う地域紛争 にあ ってOAUと い う地域機 関に よる紛争解決努

力が精力的に行 なわれたこと,し か し紛争 当事者 間の対立がそれぞれ を支持 す

る加盟国間の対立 と して表面化 した場合 にあって,よ り普遍 的な国際機構 とし

ての国連の介入,協 力が よ り好 ま しい結果 を生み出 した とい うことである。事

務総長報告 は この ことについて次 の よう述べ ている138)。「これ らの問題(西 サ

ハラ等の地域紛争:筆 者注)は すべて,状 況 はそれぞれ異 なるにせ よ,国 連憲章
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の原則 に基づ き,し か るべ き目的に向か って,多 角的かつ その他 さまざまな レ

ベルでの外 交活動が展 開 された結果,解 決へ と近づ いた ものである。国連 はい

か なる形の もので あれ,外 交上の全能の神 になることも求め ない し,も ともと

そ うした性格 の ものではない。国連が期待す るのは各 国,と くに特定の問題や

情勢,あ るい は地域 に利害関係 をもつ諸 国間の外交が,そ れが掲 げる 目標 の達

成 に役立つ ことであ る。国連が紛争の解決 に必要 な原則 および努力の方 向 を明

示す れば,多 角的 な国際関係 における外交的接触点や影響力のすべて を凝集 さ

せ て,平 和 とい う目標 の達成 に活用するこ とがで きる」。

(3)紛 争 の平和 的解決 における事務総長お よびPKOの 役割

ところで西サハ ラ問題 と国連 とのかか わ りを,紛 争解決の方法 とい う観点か

らみた場合,二 つの特徴 的 なこ とが らを指摘す ることがで きる。一つ は紛争解

決 に果た した事務総長 に よる調停139)の役割で あ り,も う一つ は国連 の平和維

持活動,い わゆるPKOの 役割である。 しか も後者は住民投票 の準備,監 視 に

あたる選挙監視団である とい う点 に注 目す る必要がある。

国連憲章はその 目的 として,「 国際の平和 と安全の維持」(第1条1項)を 掲 げ,

「その ため に,平 和 に対す る脅威 の防止及 び除去 と侵略行為 その他 の平和 の破

壊 の鎮圧 とのため有効 な集団的措置 をとること並 びに平和 を破壊 す るに至 る虞

のある国際的の紛争又 は事態 の調整又 は解 決 を平和 的手段 によって且つ正義及

び国際法の原則 に従 って実現す ること」(同条同項)と 規定 している。前半の部

分 はいわゆる力 による強制的方法 としての国連 の集団的安全保障 につ いて述べ

た ものであ り,後 半の部分 は紛争 の平和的解 決について述べ た ものである。国

連憲章が予定 した紛争解決 システムは この二本柱か ら成 ってお り,そ れぞれ第

7章 と第6章 に詳細 な規定がおかれた。 そ して安保理 が国際の平和 と安全の維

持 に関す る主要 な責任 を負 うこととされた(第24条1項)。

一方
,事 務総長の地位 と権 限について憲章 は次の ような規定 を設 けている。

「事務局」 と題す る第15章 の第97条 は,「 事務局 は,一 人の事務総長及 び この機i

構が必要 とす る職員か らなる。」 とし,「事務総長 は,こ の機構 の行政職員の長

であ る。」 と規定 している。 この独立 の機 関 と しての事務局 の長であ り,行 政
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的権 限 をもつ行政長官 としての地位 に加 えて,憲 章で は事務総長 に強い政治的

権限 を与 えて いる。第98条 は次 の ように規定 す る。「事務総長 は,総 会,安 全

保障理事会,経 済社会理事会のすべての会議 において事務総長 の資格 で行動 し,

且つ,こ れ らの機関か ら委託 される他 の任務 を遂行す る。事務総長 は,こ の機

構の事業 について総会に年次報告 を行 なう。」 また第99条 は,「事務総長 は,国

際の平和及 び安全 の維持 を脅威 する と認める事項 につ いて,安 全保障理事会 の

注意 を促す ことがで きる。」 となってい る。特 に第99条 は事務総長 が国際 の平

和及 び安全 の維持 の問題 に関 し,安 保理 に付託す るとい う権限 を通 じて能動 的

に関与す る特権 を認 めた ものであ るが,事 務総長の このような強い政治的権 限

は国際連盟規約 において はみ られ なかったものであ る。

ところで これ までの国連 による紛争解決の諸事例 をみる時,現 実 に多 くの実

績 を積 み重ね,そ れ を成功 に導 く上で大 きな役割 を果 た して きたのは,集 団安

全保 障体制の ような力 による解決で はな く,む しろ話 し合いや公平 な第三者 に

よる介入 を基本 とす る平和的解決 の方であった。 中で も事務総長 に よる調停 と

PKOは その顕著 な例 である。 しか し皮肉なことに これ らの解 決方法 はいず れ

も憲章制定当時か ら予定 された もので はなかった。す なわち事務総長 による調

停 もPKOも 国連 の紛争解決のための現実的要請 と実践過程の 中で生 み出 され

た経験 的産物である とい って よい。憲章が事務総長 の政治的役 割 を期待 してい

たこ とは述べ たが,こ れ まで行 なわれて きた ような積極的な調停 活動 まで予測

していたか どうかは第98条,99条 を見 る限 りで は定 かで はない。 したが って事

務総 長 による調停 の法 的根拠 を どこに求め るか について は説 が分かれ る140)。

しか し,「ハマーシ ョル ド以降の歴代総長 の実際活動 とそれ に対 す る加盟 国の

態度か らみて,直 接 に99条 を発動 しない形 で紛争 防止 な らびに紛争解決 に果 た

す事務総長 の仲介者 ・調停者 としての裏面での非公式 な政治的権 限の行使 は,

多々議論 はあ るに して も慣行化 されて きた といって よい」141)。そ して西サハ ラ

問題 において も事務総長 は積極 的な役割 を演 じた。 もっ とも事務総長 に よる調

停活動 も安保理,総 会 および加盟国の支持 と協 力があって よ り効果的な もの と

な りうることは留意す る必要があ る。他方PKOに つ いて憲章が予測 していな

か ったこ とは,PKOが いわゆる 「6章 半」的活動 と呼 ばれる ことに端 的に表
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われ て い る。 しか し憲章 が 当初 予 定 した本 来 の 国連 軍 に よる集 団安 全保 障体 制

が,東 西 冷戦 の壁 に阻 まれ て麻 痺状 態 に陥 り,現 実 に機 能 しな か った一 方 で,

強 制行 動 を 目的 とす るので な く,紛 争 当事 国 の 同意 の下 で停 戦 の監視 等 に当 た

りそ の拡大 を防 ぐ,予 防 的 防止 的 な平 和維 持 活 動 が,本 来 の 国連 軍 に代 わ って

国 際の 平和 と安 全 の維 持 に大 きな役 割 を果 た して きた ので あ った。 そ してMI

NURSOは21番 目の平 和 維 持 活動 と して位 置 づ け られ る。 しか しMINUR

SOに 関 して 注 目す べ きは,そ れ が停 戦監 視 に とど ま らず住 民投 票 の準備,監

視 まで行 な う とい う点 で あ る。 す な わ ち 「人 民 自決権 の保 障 活 動 と して,PK

OがPMO(平 和 「造成」活動)と して機i能」142)してい る とい うこ とで あ る。 こ

の よ うな形 態 のPKOは ナ ミビアやニ カ ラグ アで の内戦 終 結 後 の公 正 選挙 実 施

の ため の 国連 監視 団 や,現 在 進 行 中の 国連 カ ンボ ジ ア暫 定行 政 機構(UNTAC)

に お い て もみ られ る。つ ま り 「単 に平 和 の 『維 持 』(peacekeeping)と い う現 状

と して の秩 序 の維持 ない し原状 回復 の た めの力 の機 能 を もつ だ けで はな く,紛

争 の実 体 的解 決 を もた らす 新 た な平 和 秩 序 の 「造 成 』(peacemaking)と い う機

能 」143)をもつ点 が,西 サ ハ ラ をは じめ とす る い くつ かのPKOの 特 徴 で あ る。

こ れ は従 来 の 静止 的 なPKOの 機i能 を拡 大 し,Peace-Makingの 役 割 を も担 わ

せ る こ とに よ って,よ り積 極 的 に紛争 の解 決 をはか ろ う とす る もの で あ り,望

ま しい方 向 で あ る とい え る。

お わりに 冷戦後の国連 と地域紛争の解決

国連 による解決努力が実 り,西 サハ ラ紛争 の停戦が ようや く実現 した1991年

のその同 じ年,世 界 を震撚 させ た湾岸戦争が,多 国籍軍 によるイラク軍の クウ

ェー トか らの強制的排除 とい う形 で終 わ りを告げた。湾岸戦争 の場合,い わゆ

る国連軍に よる集団的措置 とい う形で はなかったが,ア メ リカを中心 とす る多

国籍軍 による武力行使 を国連が容認 した点で,や は り国連が大 きく関与 した紛

争で あった。その国連が湾岸戦争 を経た今,冷 戦後 の新 たな世界秩序 を模索す

る国際社会 において,ど の ように位置づ け られ,ま た役割 を果 た しうるのか を

問 われて いる。冷戦の終結 とはいいか えるな らば米 ソ協調,大 国協調体制 の復

活であ り,国 連 に よる紛争処 理の文脈 か らす るな らば拒否権の行使 によ り発動
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を妨 げ られていた集団安全保障体制 の復 活の可能性 をも意 味す る。 しか しその

ことか ら安易 に力 に よる紛争解 決 を導 き出すの は正 しくない。憲章 の予定 した

集団安全保障 の発動の可能性 について リチ ャー ド・フ ォー ク教授 も,「国家 の

安 全保障事項 に関す る政策決定方法や社会的 な考 え方が根本的な変化 を遂 げな

い限 り,単 なる理想主義 に とどま り,実 現 されるこ とはあ り得 ない」144)と述べ

てい る。 なぜ な らば強制措置 を とるための機構 の設置 は,「主権国家 の自由裁

量 が大幅 に制 限され ることを意味 し,当 時の主要先進諸国の外交政策決定集団

の大半 を占めていた 『現実主義者』たちの考 え方 を越 えていたか らである」 と

し,冷 戦後 の現在 で も多 くの主要国は平和 や安全秩序 に関連す る事項 について

の国連の権 限の制度化 を実行 に移 したが らない と述べ てい る。 また湾岸戦争 に

おける多国籍軍 は少 な くと も憲章が予定 していた国連軍で はない。 しか も 「湾

岸戦争が理 由の如何 を問わず,国 連 の加盟 国の一国が他の一国 を侵略 し併合す

る とい う明 らかな国際法上許 されない行為 を し,し か も石油 とい う天然資源 に

まつ わる利害が絡 まっていたケースで,米 国の強力 な リーダーシ ップが不可欠

であ った ことを考 えれ ば,将 来 の紛争(解 決)の なかで はむ しろ例外 であ り,

以後,国 連が 同様 の機能 を果 たすか どうか疑問」145)である。 したが って,「 も

し湾岸戦争のケース を想定 して国連が再評価 される とすれば,評 価の基準その

ものが議論の ある もの」146)といえる。そ してた とえそれ らの強制措 置のための

軍隊の創設が可能であ った と して も,果 た してそれ らに よる武力の行使が望 ま

しいであろ うか。大量の核兵器やハ イテク兵器 を有す る現代の国際社会 におけ

る戦争が どのような結 果 をもた らすか を想像すれば答 えは明 らかである。

冷戦後 の国際社会 は米 ソ代理戦争の終息 とと もに文化 的 ・政治的 ・経済 的要

因を背景 とした,単 純 明快 な国家 間紛争 のルールが当ては まりに くい地域紛争

や内戦が世界 の諸地域 で起 こることが予 測 されている147)。その よ うな冷戦後

の国際社 会の安全保障 において中心 的役割 を果たすべ きは国連であ る。1992年

1月 に開かれ た安保理サ ミ ットも議長声 明の中でその ことを確認 している148)。

なぜ な ら冷戦構造 の崩壊 は,単 に東西の国家間の対立 を除 くだけではな く,国

家の枠組 その もの をも揺 さぶ り,国 家 は有効 にその事態 に対応 で きない状況 を

作 り出 してい るか らで ある149)。そ して国連 に よって とられ るべ き紛争解決 の
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方法 は,武 力 を背景 とした力 に よる もので はな く,平 和的解決方法であるべ き

であ る。 中で も事務総長 に よる調停 とPKO,特 にPeace-Makingの 性格 も備

えたPKOの 活動が重要 となって くると思われ る。事務総長 に関 して は,1991

年4月 にスウェ,___デンのカール ソン首相が 中心 となって世界 を代表す る36名 の

指導者が まとめた,い わゆ るス トックホル ム ・イニシアチ ブ150)が,国 連改革

についての勧告 の中でそのこ とに触れ,事 務総長 の地位 と権威 を高 めることを

提案 している。その理由は,国 連 に流入す る諸問題が国益調整の次元 を超 えた

ものにな りつつあ る以上,そ こに一定程度 の 「国際的」あるいは 「超国家的」

要素 を付与す ることが時代 の要請であ り,そ こに事務総長が個別的国益 を超 え

る観 点 か ら政 策決 定 お よび遂行 に関与 す る意義 が あ る と思 われ るか らで あ

る151)。PKOに 関 して は地域 紛争 や内戦 の増加 に伴 い,今 後 多角化 してい く

ことが予測 される。具体 的 には停戦 ・休戦監視 や選挙 の管理 に加 え,ゲ リラか

らの武器引渡 しや その解体,紛 争拠点 とその周辺の広大 な地域全体 での合意事

項遵守 の監視,ま た紛争終結後 の国家再建のための経済的 ・人道的援助 な ど152)

が考 えられ る。そ して地域紛争 の解決 において国連 と地域機 関 との連携,協 力

も大切 となって くる。但 し以上の ことは加盟国,と くに大 国の協調が あっては

じめて有効 に機瀧 する もので ある。 その意味で冷戦が終焉 した現在 はその環境

が整 った時期 にあ るとい って よい。 なぜ な ら先 に述べ た よ うに,「 ポス ト冷戦

時代 の特色 は,米 ソニ大国の密接 な協力関係 であ り,安 保理事会五常任理事 国

間の共同歩調であ る」153)からである。 しか し大切な ことは大国協調 が大国支配

と化 し,国 連が大国支配の道具 となって安易 な武力行使へ と向か うこ とが あっ

て はならない とい う点である。 ここに冷戦後の国連の歩 むべ き道 の難 しさがあ

る。 フォーク教授 は 「国連 は大国の支持が なければ有効性 を失 うが,大 国 を抑

制で きなければ正 当性 を失 う」154)と述べてその ジレンマ を指摘 してい る・そ し

て湾岸戦争で は安保理主導 で 「有効性」のみが追求 された とも述べ ている。 と

す るな らばその 「有効性 」 と 「正当性」のバ ラ ンスが とられた ところに国連 の

目指すべ き紛争解 決の方法 がある といって よい。1988年 以降,ア フガニスタ ン

問題 やイラン ・イラク戦争,ま たアンゴラやナ ミビァ,中 米における問題 を解

決へ導いた国連の成果 は,ま さに冷戦終結 による国連 の活性化 を背景 と して,
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紛争 を平和的方法 に よって解決 に導 いた具体例 であ った。 そ して西サハ ラ問題

の解決 もそのような一連 の国連 による紛争 の平和 的解決の流れの一つ として位

置づ けることがで きる。その意味で西サハラ問題の解決 は派手 な湾岸国連 に比

べ れば一見地味で はあ るが,今 後の国連 による紛争処理 のあ り方 を考 える上で,

い くつかの方法論 を示唆 している点で意義 を有す る もの と考 える。
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